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市民参画手続の実施状況（概要）

◎各市民参画手法の実施状況

政策等数：

13 件

市民参画手法

意見公募 審議会等 意見交換会 その他
ﾜｰｸ

ｼｮｯﾌﾟ
公聴会 計

実施件数 10 件 10 件 １件 ３件 － － 24 件

意見数 761 件 41 件
4,512 件

※
－ － 5,314 件

参加者数

(傍聴者数)
309 人 60 人 130 人 － － 499 人

※・（仮称）市民図書館整備基本計画（案）の策定にあたり、3,140 人の無作為抽出した市民、小中

学校生等に対してアンケートを行い、1,905 件の回答がありました。〔回収率 60.7%〕

・明石市中学校給食基本計画の策定にあたり、6,000 人の無作為抽出した市民、小学５・６年生と

その保護者、中学生に対してアンケートを行い、2,607 件の回答がありました。〔回収率 43.5%〕

★昨年度との比較

[実施件数比較]

実施

件数

市民参画手法

意見公募 審議会等
意見

交換会
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 公聴会 その他 計

Ｈ24 13 件 10 件 10 件 １件 － － ３件 24 件

Ｈ23 12 件 11 件 10 件 ３件 １件 － ４件 29 件

[１件当たりの意見数、参加者数]

市民参画手法

意見公募 審議会等
意見

交換会
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 公聴会 その他

Ｈ24

意見数
76 件

(12 件※１ )
41 件 － － 2,256 件

参加者数 31 人 60 人 － － 130 人

Ｈ23

意見数
204 件

(14 件※２ )
33 件 １件 － 6,985 件

参加者数 14 人 84 人 119 人 － 18 人

※１ 広報紙を利用したアンケート形式で意見募集した１件（意見数 653 件）を除いた平均件数。

※２ 広報紙を利用したアンケート形式で意見募集した３件（意見数 2,130 件）を除いた平均件数。

- 1 -



◎参画手続の各実施原則の実施状況

手法 実施原則
実施件数

Ｈ24 Ｈ23

共
通

複数手法 複 数 の 参 画 手 法 を 併 用 し て い る
９件/13 件

〔69.2%〕

11 件/12 件

〔91.7%〕

複数の方法で

公表
複 数 の 方 法 で 公 表 し て い る

13 件/13 件

〔100.0%〕

７件/12 件

〔58.3%〕

意
見
公
募

実施
対 象 事 項 に 該 当 す る 施 策 に つ い て 意 見 公 募 手 続

を 実 施

７件/10 件

〔70.0%〕

８件/９件

〔88.9%〕

意見公募期間 意 見 公 募 期 間 を 30 日 以 上 と っ て い る
８件/10 件

〔80.0%〕

９件/11 件

〔81.8%〕

公表
提 出 さ れ た 意 見 、 意 見 に 対 す る 検 討 結 果 及 び そ

の 理 由 等 を 公 表 し て い る

10 件/10 件

〔100.0%〕

11 件/11 件

〔100.0%〕

審
議
会
等

委員数 20 人 以 内
10 件/10 件

〔100.0%〕

９件/10 件

〔90.0%〕

男女比 男 女 い ず れ も が 委 員 総 数 の ３ 割 以 上
９件/10 件

〔90.0%〕

７件/10 件

〔70.0%〕

公募市民 公 募 に よ る 市 民 が 委 員 総 数 の ２ 割 以 上
９件/10 件

〔90.0%〕

７件/10 件

〔70.0%〕

委員名簿
委 員 の 氏 名 、 選 任 の 区 分 等 を 公 表 可 能 と し て い

る

10 件/10 件

〔100.0%〕

９件/10 件

〔90.0%〕

開催通知
開 催 日 の ２ 週 間 前 ま で に 審 議 事 項 、 日 時 等 を 公

表 し て い る

10 件/10 件

〔100.0%〕

10 件/10 件

〔100.0%〕

公開 会 議 を 公 開 で 開 催 し て い る
９件/10 件

〔90.0%〕

９件/10 件

〔90.0%〕

公表 会 議 録 を 作 成 し 、 公 表 し て い る
10 件/10 件

〔100.0%〕

９件/10 件

〔90.0%〕

意
見
交
換
会

開催通知
開 催 日 の ２ 週 間 前 ま で に 議 題 、 日 時 等 を 公 表 し

て い る

０件/１件

〔0.0%〕

３件/３件

〔100.0%〕

公表 開 催 記 録 を 作 成 し 、 公 表 し て い る
１件/１件

〔100.0%〕

３件/３件

〔100.0%〕

そ
の
他

実施公表
実 施 日 の ２ 週 間 前 ま で に 事 案 の 内 容 、 市 民 参 画

手 法 の 名 称 ・ 内 容 、 日 時 等 を 公 表 し て い る

３件/３件

〔100.0%〕

４件/４件

〔100.0%〕

結果公表 実 施 結 果 等 を 公 表 し て い る
３件/３件

〔100.0%〕

４件/４件

〔100.0%〕
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市
民

参
画

手
続

実
施

状
況

（
総

括
表

）

部
名

課
名

意
見

公
募

審
議
会

等
意
見

交
換
会

ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ

プ
公
聴
会

政
策

公
募

そ
の

他
複

数
の

市
民

参
画

手
法

の
併

用
意

見
公

募
手

続
の
実

施
（

条
例

第
６

条
第

２
項

に
該

当
す

る
政

策
等
に

限
る
。

）

1
（
仮
称
）
明
石
市
住
民
投

票
条
例
の
制
定

総
務

部
法

務
課

H
2
6
.
1
2

明
石

市
自

治
基

本
条

例
第

1
4
条

第
3

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
住

民
投

票
の

実
施

に
関

し
必

要
な

事
項

を
定

め
る

（
仮

称
）

明
石

市
住

民
投

票
条

例
を

制
定

す
る

。

条
例
第
６
条

第
２
項
第
３

号
○

○

2
（
仮
称
）
明
石
市
協
働
の

ま
ち
づ
く
り
推
進
条
例
の

制
定

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

推
進

部
市

民
協

働
推

進
室

未
定

明
石

市
自

治
基

本
条

例
の

実
効

性
を

高
め

る
た

め
に

、
協

働
の

ま
ち

づ
く

り
の

仕
組

み
や

推
進

方
策

等
必

要
な

事
項

を
定

め
た

（
仮

称
）

明
石

市
協

働
の

ま
ち

づ
く

り
推

進
条

例
を

制
定

す
る

。

条
例
第
６
条

第
２
項
第
３

号
○

（
仮

称
）
明

石
市
協

働
の
ま

ち
づ
く

り
推
進

条
例
検

討
委
員

会

H
2
3
年
度

に
実
施

済
み

3
第
2
期
明
石
市
国
民
健
康

保
険
特
定
健
診
等
実
施
計

画
の
策
定

市
民

・
健

康
部

健
康

推
進

課
H
2
5
.
3

明
石

市
国

民
健

康
保

険
者

に
対

し
て

実
施

す
る

特
定

健
康

診
査

・
保

健
指

導
の

第
2
期

（
2
5
～

2
9
年

度
）

の
実

施
内

容
を

定
め

た
計

画
。

条
例
第
６
条

第
２
項
第
２

号
○

国
民
健

康
保
険

運
営
協

議
会

4

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
及

び
地
域
密
着
型
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
人

員
、
設
備
及
び
運
営
等
の

基
準
を
定
め
る
条
例
等
の

制
定

福
祉

部
高

年
介

護
室

H
2
5
.
3

第
２

次
一

括
法

に
伴

う
介

護
保

険
法

改
正

の
た

め
条

例
を

策
定

す
る

。
条
例
第
６
条

第
１
項

○

地
域
密

着
型

サ
ー
ビ

ス
運
営

委
員
会

5
環
境
レ
ポ
ー
ト

2
0
1
2

平
成

2
3
年
度
年
次
報
告
書

の
作
成

環
境

部
環

境
総

務
課

H
2
5
.
2

明
石

市
の

環
境

の
保

全
及

び
創

造
に

関
す

る
条

例
第

1
8
条

に
基

づ
き

、
毎

年
、

環
境

の
状

況
及

び
市

長
が

環
境

の
保

全
及

び
創

造
に

関
し

て
講

じ
た

施
策

の
状

況
等

に
つ

い
て

の
報

告
書

を
作

成
す

る
。

条
例
第
６
条

第
１
項

○
環
境
審

議
会

6
明
石
市
墓
地
等
の
経
営
許

可
等
に
関
す
る
条
例
の
制

定
環

境
部

環
境

総
務

課
H
2
5
.
4

地
方

分
権

改
革

第
2
次

一
括

法
の

成
立

に
伴

う
事

務
権

限
移

譲
に

よ
り

明
石

市
墓

地
等

の
経

営
許

可
等

に
関

す
る

条
例

を
制

定
す

る
も

の
。

条
例
第
６
条

第
１
項

○
当

該
条

例
の

対
象

が
特

定
の

事
業

者
と

な
る

た
め

、
意

見
公

募
の

み
と

し
た

。

7
明
石
市
総
合
交
通
計
画
の

策
定

土
木

交
通

部
交

通
政

策
課

H
2
5
.
3

時
代

に
即

し
た

総
合

的
か

つ
体

系
的

な
交

通
施

策
を

推
進

す
る

た
め

、
総

合
交

通
計

画
の

見
直

し
を

実
施

す
る

。

条
例
第
６
条

第
２
項
第
２

号
○

明
石
市

総
合
交

通
計
画

策
定
委

員
会

8
明
石
市
都
市
公
園
条
例
及

び
同
施
行
規
則
の
一
部
改

正
都

市
整

備
部

緑
化

公
園

課
H
2
5
.
3

第
２

次
一

括
法

制
定

に
伴

い
都

市
公

園
に

係
る

基
準

の
制

定
を

行
う

こ
と

に
併

せ
て

、
都

市
公

園
に

お
け

る
禁

止
行

為
及

び
罰

則
規

定
を

追
加

す
る

た
め

、
都

市
公

園
条

例
及

び
同

施
行

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

。

条
例
第
６
条

第
２
項
第
３

号
○

公
園

愛
護

会
総

会
の

場
に

お
い

て
、

公
園

利
用

者
の

代
表

で
も

あ
る

各
公

園
愛

護
会

長
か

ら
意

見
・

要
望

等
を

聴
取

し
て

お
り

、
十

分
に

市
民

参
画

が
図

れ
て

い
る

と
判

断
し

た
た

め
。

未
達

成
理

由
市
民
参
画
手

続
実
施
の
根

拠

市
民
参
画
手
法

政
策
等
の
概
要

№
政
策
等
の
名
称

担
当

部
署

政
策

等
の

策
定

時
期
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市
民

参
画

手
続

実
施

状
況

（
総

括
表

）

部
名

課
名

意
見

公
募

審
議
会

等
意
見

交
換
会

ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ

プ
公
聴
会

政
策

公
募

そ
の

他
複

数
の

市
民

参
画

手
法

の
併

用
意

見
公

募
手

続
の
実

施
（

条
例

第
６

条
第

２
項

に
該

当
す

る
政

策
等
に

限
る
。

）

未
達

成
理

由
市
民
参
画
手

続
実
施
の
根

拠

市
民
参
画
手
法

政
策
等
の
概
要

№
政
策
等
の
名
称

担
当

部
署

政
策

等
の

策
定

時
期

9
明
石
市
営
住
宅
整
備
・
管

理
計
画
の
策
定

都
市

整
備

部
住

宅
課

H
2
5
.
3

平
成

１
２

年
度

に
策

定
し

た
「

明
石

市
公

営
住

宅
ス

ト
ッ

ク
総

合
活

用
計

画
（

最
終

改
訂

:
平

成
１

６
年

度
）

」
に

基
づ

き
住

宅
政

策
を

推
進

し
て

き
た

が
、

社
会

経
済

情
勢

等
、

取
り

巻
く

状
況

が
大

き
く

変
化

し
た

た
め

、
こ

れ
に

対
応

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

、
よ

り
効

率
的

か
つ

効
果

的
な

市
営

住
宅

の
整

備
・

管
理

に
係

る
計

画
を

定
め

る
明

石
市

営
住

宅
整

備
・

管
理

計
画

を
策

定
す

る
。

条
例
第
６
条

第
２
項
第
２

号
○

(
仮
称
）

明
石
市

営
住
宅

整
備
・

管
理
計

画
策
定

委
員
会

1
0

「
(
仮
称

)
こ
ど
も
健
や

か
ひ
ろ
ば
」
施
設
整
備
に
係

る
基
本
計
画
の
策
定

都
市

整
備

部
/

市
民

・
健

康
部

/
こ

ど
も

未
来

部

中
心

市
街

地
活

性
化

推
進

室
/
健

康
推

進
課

/
子

育
て

支
援

課
/
こ

ど
も

育
成

室

H
2
5
.
8

明
石

駅
前

南
地

区
の

再
開

発
ビ

ル
に

設
置

す
る

「
(
仮

称
)
こ

ど
も

健
や

か
ひ

ろ
ば

」
の

施
設

整
備

に
あ

た
り

、
基

本
理

念
、

基
本

方
針

、
機

能
・

サ
ー

ビ
ス

、
施

設
レ

イ
ア

ウ
ト

な
ど

を
定

め
た

施
設

整
備

基
本

計
画

を
策

定
す

る
。

条
例
第
６
条

第
２
項
第
４

号

（
仮

称
）
こ

ど
も
健

や
か
ひ

ろ
ば
施

設
整
備

検
討
委

員
会

検
討

委
員

会
か

ら
検

討
結

果
の

報
告

を
受

け
た

後
、

国
よ

り
、

緊
急

経
済

対
策

と
し

て
新

た
な

支
援

策
が

示
さ

れ
た

こ
と

や
、

検
討

委
員

会
で

フ
ロ

ア
配

置
等

、
市

へ
判

断
を

一
任

さ
れ

た
事

項
等

に
対

応
を

す
る

た
め

、
庁

内
で

の
計

画
案

の
修

正
が

必
要

と
な

り
、

H
2
4
年

度
中

の
併

用
は

見
送

っ
た

。

H
2
5
年

度
（
4
月
1
4
日

か
ら
5
月

1
3
日

ま
で

）
に

実
施

す
る

た
め

。

1
1

「
(
仮
称

)
イ
ベ
ン
ト
広

場
」
施
設
整
備
に
係
る
基

本
計
画
の
策
定

都
市

整
備

部
/

産
業

振
興

部

中
心

市
街

地
活

性
化

推
進

室
/
観

光
振

興
課

H
2
5
.
8

明
石

駅
前

南
地

区
の

再
開

発
ビ

ル
に

設
置

す
る

「
(
仮

称
)
イ

ベ
ン

ト
広

場
」

の
施

設
整

備
に

あ
た

り
、

基
本

理
念

、
基

本
方

針
、

機
能

、
レ

イ
ア

ウ
ト

な
ど

を
定

め
た

施
設

整
備

基
本

計
画

を
策

定
す

る
。

条
例
第
６
条

第
２
項
第
４

号

（
仮

称
）
イ

ベ
ン
ト

広
場
施

設
整
備

検
討
委

員
会

検
討

委
員

会
か

ら
検

討
結

果
の

報
告

を
受

け
た

後
、

国
よ

り
、

緊
急

経
済

対
策

と
し

て
新

た
な

支
援

策
が

示
さ

れ
、

こ
れ

を
踏

ま
え

た
対

応
を

す
る

た
め

、
庁

内
で

の
計

画
案

の
修

正
が

必
要

と
な

っ
た

た
め

、
H
2
4
年

度
中

の
併

用
は

見
送

っ
た

。

H
2
5
年

度
（
4
月
1
4
日

か
ら
5
月

1
3
日

ま
で

）
に

実
施

す
る

た
め

。

1
2

（
仮
称
）
市
民
図
書
館

整
備
基
本
計
画
の
策
定

教
育

委
員

会
事

務
局

青
少

年
教

育
課

H
2
5
.
8

明
石

駅
前

南
地

区
再

開
発

ビ
ル

内
に

、
市

の
中

央
図

書
館

と
し

て
「

（
仮

称
）

市
民

図
書

館
」

を
整

備
す

る
た

め
、

基
本

理
念

、
基

本
方

針
、

機
能

、
サ

ー
ビ

ス
等

を
定

め
た

（
仮

称
）

市
民

図
書

館
整

備
基

本
計

画
を

策
定

す
る

。

条
例
第
６
条

第
２
項
第
４

号

（
仮

称
）
市

民
図
書

館
の
あ

り
方
検

討
委
員

会

○
H
2
5
年

度
（
4
月
1
4
日

か
ら
5
月

1
3
日

ま
で

）
に

実
施

す
る

た
め

。

1
3

明
石
市
中
学
校
給
食
基
本

計
画
の
策
定

教
育

委
員

会
事

務
局

学
事

給
食

課
H
2
5
.
2

よ
り

よ
い

中
学

校
給

食
導

入
に

向
け

て
給

食
実

施
方

式
や

施
設

計
画

、
食

育
、

地
産

地
消

な
ど

に
つ

い
て

定
め

た
中

学
校

給
食

基
本

計
画

を
策

定
す

る
。

条
例
第
６
条

第
２
項
第
４

号
及
び
第
５

号

○

明
石
市

中
学
校

給
食
検

討
委
員

会

○
○
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意
見

公
募

手
続

部
名

課
名

開
始

日
終

了
日

人
数

件
数

持
参

郵
送

F
A
X

メ
ー

ル
そ

の
他

政
策

等
の

案
の

修
正

の
有

無
結

果
の

公
表

方
法

3
0
日

以
上

の
意

見
提

出
期

間
２

以
上

の
方

法
に

よ
る

実
施

の
公

表
２

以
上

の
方

法
に

よ
る

結
果

の
公

表

1
（

仮
称

）
明

石
市

住
民

投
票

条
例

の
制

定
総

務
部

法
務

課
H
2
5
.
1
.
7

H
2
5
.
2
.
6

市
広

報
紙

市
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
市

民
セ

ン
タ

ー
行

政
情

報
セ

ン
タ

ー
法

務
課

窓
口

6
5
3

6
5
3

6
4
7
7

1
0
2

0
6
8

無
市

広
報

紙
市

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

フ
ォ

ー
ラ

ム

2
（

仮
称

）
明

石
市

協
働

の
ま

ち
づ

く
り

推
進

条
例

の
制

定
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
推

進
部

市
民

協
働

推
進

室
H
2
4
.
1
1
.
3
0

H
2
6
年

度
末

程
度

ま
で

随
時

市
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
市

民
セ

ン
タ

ー
市

立
図

書
館

小
・

中
学

校
区

ｺ
ﾐ
ｾ
ﾝ

市
民

協
働

推
進

室
窓

口

0
0

0
0

0
0

0
無

市
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
市

民
セ

ン
タ

ー
小

・
中

学
校

区
ｺ
ﾐ
ｾ
ﾝ

市
民

協
働

推
進

室
窓

口

3
第

2
期

明
石

市
国

民
健

康
保

険
特

定
健

診
等

実
施

計
画

の
策

定

市
民

・
健

康
部

健
康

推
進

課
H
2
5
.
1
.
1
5

H
2
5
.
2
.
1
4

市
広

報
紙

市
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
2

8
0

0
1

1
0

有
市

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

健
康

推
進

課
窓

口

4

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
及

び
地

域
密

着
型

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

に
か

か
る

人
員

、
設

備
及

び
運

営
等

の
基

準
を

定
め

る
条

例
等

の
制

定

福
祉

部
高

年
介

護
室

H
2
4
.
1
1
.
2
7

H
2
4
.
1
2
.
2
7

市
広

報
紙

市
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
市

民
セ

ン
タ

ー
高

年
介

護
室

窓
口

1
3

0
0

1
0

0
無

市
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
高

年
介

護
室

窓
口

5
環

境
レ

ポ
ー

ト
2
0
1
2

平
成

2
3
年

度
年

次
報

告
書

の
作

成
環

境
部

環
境

総
務

課
H
2
4
.
1
1
.
2
0

H
2
4
.
1
2
.
1
4

市
広

報
紙

市
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
環

境
総

務
課

窓
口

3
7

0
1

2
0

0
有

市
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
環

境
総

務
課

窓
口

審
議

会
の

意
見

を
踏

ま
え

て
報

告
書

を
作

成
し

て
お

り
、

印
刷

発
注

等
の

事
務

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

の
都

合
上

、
期

間
が

短
く

な
っ

た
。

H
2
5

年
度

か
ら

改
善

し
て

い
く

。

6
明

石
市

墓
地

等
の

経
営

許
可

等
に

関
す

る
条

例
の

制
定

環
境

部
環

境
総

務
課

H
2
4
.
1
2
.
2
8

H
2
5
.
1
.
2
8

市
広

報
紙

市
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
環

境
総

務
課

窓
口

0
0

0
0

0
0

0
有

市
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
環

境
総

務
課

窓
口

7
明

石
市

総
合

交
通

計
画

の
策

定
土

木
交

通
部

交
通

政
策

課
H
2
5
.
1
.
4

H
2
5
.
2
.
3

市
広

報
誌

市
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
市

民
セ

ン
タ

ー
サ

ー
ビ

ス
コ

ー
ナ

ー
行

政
情

報
セ

ン
タ

ー
交

通
政

策
課

窓
口

4
9

0
0

0
4

0
無

市
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
交

通
政

策
課

窓
口

8
明

石
市

都
市

公
園

条
例

及
び

同
施

行
規

則
の

一
部

改
正

都
市

整
備

部
緑

化
公

園
課

H
2
4
.
9
.
2
0

H
2
4
.
1
0
.
1
9

市
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
緑

化
公

園
課

窓
口

1
2

0
0

0
1

0
無

市
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
緑

化
公

園
課

窓
口

9
明

石
市

営
住

宅
整

備
・

管
理

計
画

の
策

定
都

市
整

備
部

住
宅

課
H
2
4
.
1
2
.
2
0

H
2
5
.
1
.
1
8

市
広

報
紙

市
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
住

宅
課

窓
口

1
0

2
8

0
0

1
9

0
有

市
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
住

宅
課

窓
口

1
0

明
石

市
中

学
校

給
食

基
本

計
画

の
策

定
教

育
委

員
会

事
務

局
学

事
給

食
課

H
2
5
.
2
.
4

H
2
5
.
2
.
2
5

市
広

報
紙

市
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
市

民
セ

ン
タ

ー
行

政
情

報
セ

ン
タ

ー
小

学
校

区
コ

ミ
セ

ン
学

事
給

食
課

窓
口

5
1

5
1

5
2

2
8

1
6

0
有

市
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
学

事
給

食
課

窓
口

中
学

校
給

食
検

討
委

員
会

の
報

告
書

の
取

り
ま

と
め

に
時

間
を

要
し

た
結

果
、

意
見

公
募

に
付

す
基

本
計

画
案

の
策

定
が

1
月

3
1
日

と
な

っ
て

し
ま

っ
た

た
め

。
ま

た
、

早
期

実
施

が
望

ま
れ

て
い

る
中

、
意

見
公

募
を

踏
ま

え
た

上
で

基
本

計
画

を
２

月
下

旬
に

策
定

し
、

３
月

市
議

会
に

て
議

論
す

る
必

要
が

あ
っ

た
た

め
。

※
な

お
、

意
見

公
募

の
期

間
内

に
意

見
交

換
会

を
実

施
し

た
。

7
2
5

7
6
1

1
1

4
8
0

1
3
5

3
1

6
8

5
合

計

未
達

成
理

由

実
施

の
公

表
方

法

提
出

意
見

の
検

討
意

見
の

提
出

方
法

（
人

数
）

№
政

策
等

の
名

称

担
当

部
署

意
見

の
提

出
数

募
集

期
間
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審議会等手続（総括表に掲載した政策等に関するもの）

開催
実績

開催
予定

根拠 名称
学識
経験

市職
員

公募
市民

その
他

計 男性 女性 可否 男 女
応募
者数

選考方
法

公募を行わない理
由

可否
H24実
績

公表しない理
由

H24 可否
H24実
績

傍聴
者数
（延)

公開しない理
由

可否
H24実
績

委員数 20人以内
委員数 男女それぞ

れ３割以上

公募市民２割以上
（公募可としたもの

に限る。）

委員名簿の公表
（公表可としたもの

に限る。）

会議の公開
（公開可としたもの

に限る。）

会議録の公表
（公表可としたもの

に限る。）
H25

1

（仮称）明石市
協働のまちづく
り推進条例検討
委員会

市民協働推進
室

H23.2 要綱

（仮称）明石市協働
のまちづくり推進条
例検討委員会設置要
綱

明石市自治基本条例第２０条
の規定により、協働の仕組み
づくり及び推進方策等を定め
る（仮称）明石市協働のまち
づくり推進条例に盛り込むべ
き項目及び内容、条例素案の
策定に関することを検討す
る。

2 2 8 12 7 5 ○ 1 1 7
論文及び
面接 ○ ○ 5 ○ 5 43 ○ ○ 有

地域活動に携わる連
合自治会やPTA、市民
活動団体、ボラン
ティア団体、事業者
代表など幅広い委員
構成となったため、
市民公募委員の占め
る割合が低くなった

無

2
国民健康保険運
営協議会

国民健康保険
課

S34.4 法律 国民健康保険法
国民健康保険事業の運営に関
する重要事項を審議する。 3 8 11 10 1 ○ 2 1 4 論文 ○ ○ 2 ○ 2 2 ○ ○ 無

法により委員の選任
区分が定められてお
り、被保険者を代表
する委員以外は、選
任区分ごとに関係機
関から選任するため

有

3
地域密着型サー
ビス運営委員会

高年介護室 H18.8 要綱
地域密着型サービス
運営委員会設置要綱

・地域密着型（介護予防）
サービス費の額を定めるこ
と。
・指定地域密着型（介護予
防）サービス事業所の選定に
関すること。
・指定地域密着型サービス事
業所等に従事する従業者に関
する基準を定めること。
・指定地域密着型サービス事
業所等の設備及び運営に関す
る基準を定めること。

2 2 6 10 4 6 ○ 2 4 論文 × -

事業所選定に
関する不当な
圧力を防止す
るなど、審議
の公平性・中
立性を保持す
るため

5 × - -
事業所選定の
公正の確保の
ため

○ ○ 有 有

4 環境審議会 環境総務課 H11.6 条例
環境の保全及び創造
に関する基本条例

環境基本計画の策定及び変
更、保護地区等の指定並びに
年次報告に関することについ
て、調査審議する。

6 4 8 18 12 6 ○ 2 2 7 論文 ○ ○ 1 ○ 1 1 ○ ○ 有 有

5
総合交通計画策
定委員会

交通政策課 H24.6 要綱
総合交通計画策定委
員会設置要綱

公共交通の利用促進を基本と
し、時代の変化に即応した誰
もが安全で円滑に移動できる
交通体系の確立を目指して策
定した明石市総合交通計画に
ついては、策定から５年が経
過し、その間における本市を
取り巻く状況の変化に対応す
る必要があることから、当該
計画を見直し新たな計画を策
定するための協議を行う。

2 1 2 5 10 7 3 ○ 2 2
論文及び
面接 ○ ○ 3 ○ 3 1 ○ ○ 有 無

6

（仮称）明石市
営住宅整備・管
理計画策定委員
会

住宅課 H24.7 要綱
（仮称）明石市営住
宅整備・管理計画策
定委員会設置要綱

住宅需要の質的な変化を踏ま
えて、現行の明石市公営住宅
ストック総合活用計画を継承
する（仮称）明石市営住宅整
備・管理計画の策定に関し、
必要な事項について審議及び
検討を行う。

3 3 2 8 5 3 ○ 2 1 4
論文及び
面接 ○ ○ 5 ○ 5 12 ○ ○ 有 無

7

（仮称）こども
健やかひろば施
設整備検討委員
会

中心市街地活
性化推進室/健
康推進課/子育
て支援課/こど
も育成室

H24.5 要綱
(仮称)こども健やか
ひろば施設整備検討
委員会設置要綱

明石駅前南地区の再開発ビル
に設置する「(仮称)こども健
やかひろば」の施設整備に関
する基本理念、基本方針、機
能・サービス、施設レイアウ
トなどを定めた施設整備基本
計画素案の策定について検討
する。

2 3 7 12 4 8 ○ 0 6 6
論文及び
面接 ○ ○ 8 ○ 8 5 ○ ○ 有 無

8
（仮称）イベン
ト広場施設整備
検討委員会

中心市街地活
性化推進室/観
光振興課

H24.5 要綱
（仮称）イベント広
場施設整備検討委員
会設置要綱

明石駅前南地区の再開発ビル
に設置する「（仮称）イベン
ト広場」の施設整備に関する
基本理念、基本方針、機能・
サービス、施設レイアウトな
どを定めた施設整備基本計画
素案の策定について検討す
る。

2 3 7 12 7 5 ○ 2 4 6
論文及び
面接 ○ ○ 6 ○ 6 5 ○ ○ 有 無

9
中学校給食検討
委員会

学事給食課 H23.12 要綱
中学校給食検討委員
会設置要綱

中学校給食の円滑な実施に向
けて、給食の実施方式、食育
や地産地消の推進、実施上の
学校運営の課題等について検
討を行う。

2 4 11 17 10 7 ○ 1 3 11
論文及び
面接 ○ ○ 11 ○ 11 199 ○ ○ 有 無

10
（仮称）市民図
書館のあり方検
討委員会

青少年教育課 H24.5 要綱
（仮称）市民図書館
のあり方検討委員会
設置要綱

図書館整備基本計画に盛り込
むべき項目及び内容に関する
こと、及び図書館整備基本計
画案の策定に関することにつ
いて検討し、報告する。

2 3 7 12 4 8 ○ 3 3 6 面接 ○ ○ 7 ○ 7 41 ○ ○ 有 無

23 1 29 69 122 70 52 10 13 25 57 9 9 53 9 48 309 10 10

割合 19% 1% 24% 57% 57% 43% 100% 90% 100% 90% 100% 100% 100%
*1 *2 *3 *4

*1 公募委員の数 ÷ 公募を行った審議会等の委員総数 *3 会議の公開を行った審議会等の数 ÷ 会議を開催した審議会等のうち、会議の公開が可能としたものの数
*2 委員名簿の公表を行った審議会等の数 ÷ 委員名簿の公表が可能とした審議会等の数 *4 会議録の公表を行った審議会等の数 ÷ 会議を開催した審議会等のうち、会議録の公表が可能としたものの数

主な審議事項

委員数 委員公募 委員名簿の公表 会議の公開
会議録の

公表 個別Ｈ
Ｐの有

無

合 計

未達成理由

審議会等の名称 事務局
設置年
月

設置根拠
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意
見

交
換

会
手

続

部
名

課
名

年
月

日
曜 日

時
間

場
所

方
法

期
間

２
週

間
前

ま
で

の
実

施
の

公
表

２
以

上
の

方
法

に
よ

る
実

施
の

公
表

２
以

上
の

方
法

に
よ

る
開

催
記

録
の

公
表

1
明

石
市

中
学

校
給

食
基

本
計

画
の

策
定

教
育

委
員

会
事

務
局

学
事

給
食

課
H
2
5
.
2
.
1
9

火
1
9
:
0
0
～

2
1
:
0
0

市
役

所
8
0
6
会

議
室

市
広

報
紙

市
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
市

民
セ

ン
タ

ー
行

政
情

報
セ

ン
タ

ー
小

学
校

区
コ

ミ
セ

ン
学

事
給

食
課

窓
口

H
2
5
.
2
.
6

～ H
2
5
.
2
.
1
9

対
象

指
定

な
し

6
0

4
1

市
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
学

事
給

食
課

窓
口

中
学

校
給

食
検

討
委

員
会

に
よ

る
検

討
結

果
（

1
月

3
0
日

報
告

書
提

出
）

を
受

け
て

、
意

見
交

換
会

の
内

容
等

を
決

定
す

る
必

要
が

あ
っ

た
た

め
。

・

未
達

成
理

由
実

施
の

公
表

№
政

策
等

の
名

称
担

当
部

署
実

施
日

時
・

場
所

参
加

者
数

意
見

数
開

催
記

録
の

公
表

方
法

参
加

対
象
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そ
の

他
の

手
法

部
名

課
名

方
法

期
間

２
週

間
前

ま
で

の
実

施
の

公
表

２
以

上
の

方
法

に
よ

る
実

施
の

公
表

２
以

上
の

方
法

に
よ

る
結

果
の

公
表

1
（

仮
称

）
明

石
市

住
民

投
票

条
例

の
制

定
総

務
部

法
務

課

住
民

投
票

制
度

の
条

例
化

に
つ

い
て

フ
ォ

ー
ラ

ム
を

開
催

し
、

住
民

投
票

に
関

す
る

講
演

及
び

パ
ネ

ル
デ

ィ
ス

カ
ッ

シ
ョ

ン
を

行
う

。

【
日

時
】

平
成

2
5
年

2
月

1
1
日

（
月

・
祝

）
1
3
:
3
0
～

1
6
:
0
0

【
場

所
】

明
石

市
生

涯
学

習
セ

ン
タ

ー
子

午
線

ホ
ー

ル

市
広

報
紙

市
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
市

民
セ

ン
タ

ー
小

・
中

学
校

区
ｺ
ﾐ
ｾ
ﾝ

行
政

情
報

セ
ン

タ
ー

法
務

課
窓

口
自

治
会

回
覧

便

H
2
5
.
1
.
2
1

～ H
2
5
.
2
.
1
1

対
象

指
定

な
し

1
3
0
人

市
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
法

務
課

窓
口

2
（

仮
称

）
市

民
図

書
館

整
備

基
本

計
画

の
策

定
教

育
委

員
会

事
務

局
青

少
年

教
育

課

（
仮

称
）

市
民

図
書

館
に

つ
い

て
、

ア
ン

ケ
ー

ト
を

実
施

【
期

間
】

H
2
4
.
7
.
4
～

H
2
4
.
7
.
2
0

1
6
歳

以
上

の
市

民
へ

は
郵

送
、

小
・

中
学

生
及

び
幼

稚
園

・
保

育
所

の
保

護
者

へ
は

学
校

・
幼

稚
園

・
保

育
所

を
通

じ
て

配
布

H
2
4
.
7
.
4

～ H
2
4
.
7
.
2
0

無
作

為
に

抽
出

し
た

市
内

在
住

の
1
6
歳

以
上

の
市

民
2
,
0
0
0
人

、
小

学
生

4
年

生
か

ら
中

学
3
年

生
6
2
9
人

、
幼

稚
園

・
保

育
所

の
保

護
者

5
1
1
人

提
出

数
は

市
民

8
3
2
人

、
小

・
中

学
生

6
2
9
人

、
幼

稚
園

・
保

育
所

の
保

護
者

4
4
4
人

市
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
青

少
年

教
育

課
窓

口

3
明

石
市

中
学

校
給

食
基

本
計

画
の

策
定

教
育

委
員

会
事

務
局

学
事

給
食

課
中

学
校

給
食

に
つ

い
て

ア
ン

ケ
ー

ト
を

実
施

【
期

間
】

H
2
4
.
7
.
2
5
～

H
2
4
.
8
.
1
2

対
象

者
へ

の
郵

送
H
2
4
.
7
.
2
5

～ H
2
4
.
8
.
1
2

市
内

在
住

の
満

2
0

歳
以

上
の

男
女

2
,
0
0
0

人
明

石
市

内
に

在
住

す
る

小
学

生
（

5
・

6
年

）
1
,
0
0
0

人
と

そ
の

保
護

者
、

及
び

中
学

生
（

1
～

3
年

生
）

1
,
0
0
0

人
と

そ
の

保
護

者 合
計

6
,
0
0
0
人

2
,
6
0
7
人

（
4
3
.
5
％

）
市

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

学
事

給
食

課
窓

口

未
達

成
理

由
対

象
参

加
者

・
提

出
数

な
ど

結
果

の
公

表
方

法
№

政
策

等
の

名
称

担
当

部
署

具
体

的
内

容
実

施
方

法
（

日
時

・
期

間
・

場
所

な
ど

）

実
施

の
公

表
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参考：平成24年度に設置していたすべての審議会等〔法律・条例に基づくもの〕

開催
実績

開催
予定

根拠 名称
学識
経験

市職
員

公募
市民

その
他

計 男性 女性 可否 男 女
応募
者数

選考方
法

公募を行わない理
由

可否
H24
実績

公表しない理
由

H24 可否
H24
実績

傍聴
者数
（延)

公開しない理
由

可否
H24
実績

委員数 20人以内
委員数 男女それぞ

れ３割以上

公募市民２割以上
（公募可としたもの

に限る。）

委員名簿の公表
（公表可としたもの

に限る。）

会議の公開
（公開可としたもの

に限る。）

会議録の公表
（公表可としたもの

に限る。）
H25

1 国民保護協議会
総合安全対策
局

H18.5 法律 国民保護法
国民の保護のための措置に関
する重要事項を審議する。

2 12 23 37 32 5 ×
関係機関から選出
するほか、知識･経
験が必要なため

○ ○ 0 ○ - - ○ - 有
条例に委員数40人以
内の旨定めているた
め

限られた関係機関に
対する充て職である
ため

無

2 防災会議
総合安全対策
局

S42 法律 災害対策基本法
明石市地域防災計画を作成
し、その実施を推進する。

11 17 28 26 2 ×
関係機関から選出
するほか、知識･経
験が必要なため

○ ○ 1 ○ 1 4 ○ ○ 有
条例に委員数30人以
内の旨定めているた
め

限られた関係機関に
対する充て職である
ため

有

3 水防協議会
総合安全対策
局

S26.9
法律
条例

水防法
水防協議会条例

水防計画、その他水防に関し
重要な事項を調査審議する。

6 12 18 18 ×
地元自治会からの
の選出としている
ため

○ ○ 1 ○ 1 0 ○ ○ 有

県・市関係機関の充
て職と連合自治会か
らの推薦がすべて男
性であるため

無

4
個人情報保護審
議会

広報課 H13.4 条例 個人情報保護条例
個人情報保護制度の運営全般
に関する事項を調査審議す
る。

5 5 4 1 ×
専門的知識が必要
なため

○ ○ 2 × - -
非開示情報を
扱うため

× - 有
専門的知識が必要で
あり、男女比を考慮
しにくいため

有

5 情報公開審査会 広報課 S63.6 条例 情報公開条例
不服申立事案及び情報公開制
度に関する事項を調査審議す
る。

5 5 4 1 ×
専門的知識が必要
なため

○ ○ 2 × - -
非公開情報を
扱うため

× - 有
専門的知識が必要で
あり、男女比を考慮
しにくいため

有

6
市民参画推進会
議

総務課 H23.4 条例 市民参画条例
市民参画条例の運用状況の評
価等について調査審議する。

2 4 4 10 4 6 ○ 1 3 11
論文及び
面接 ○ ○ 2 ○ 2 0 ○ ○ 有 有

7
公務災害補償等
認定委員会

人事課 S42.12 条例

議会の議員その他非
常勤の職員の公務災
害補償等に関する条
例

公務災害及び通勤災害に係る
認定事項について調査審議す
る。

1 1 3 5 4 1 ×
専門的知識が必要
なため

× -
認定の公平
性・中立性を
保持するため

1 × - -
個人情報を扱
うため

× - 無

委員要件（専門的知
識を有する者）に合
致する女性が少ない
ため

無

8
公務災害補償等
審査会

人事課 S42.12 条例

議会の議員その他非
常勤の職員の公務災
害補償等に関する条
例

公務災害、補償金額に関する
申立事項について調査審議す
る。

3 3 3 ×
専門的知識が必要
なため

× -
審査の公平
性・中立性を
保持するため

0 × - -
個人情報を扱
うため

× - 無

委員要件（専門的知
識を有する者）に合
致する女性が少ない
ため

無

9
特別職報酬等審
議会

人事課 S41.10 条例
附属機関の設置に関
する条例

議員報酬の額及び市長及び副
市長の給料の額について審査
し、市長に意見の申出を行
う。

2 4 5 11 7 4 ○ 2 2 6
論文及び
面接 ○ ○ 1 ○ 1 1 ○ ○ 有 有

10
職員分限・懲戒
等及び退職手当
審査会

人事課 H24.4 条例
附属機関の設置に関
する条例

職員の分限及び懲戒並びに退
職手当の支給制限等について
審議する。

3 2 2 7 6 1 ○ 2 0 7
論文及び
面接 × -

審査の公平
性・中立性を
保持するため

6 × - -
個人情報を扱
うため

× - 無

委員要件（学識経験
を有する者・専門的
知識を有する者）に
合致する女性が少な
いため

無

11
重要市有財産等
処理審議会

管財課 S32.7 条例
附属機関の設置に関
する条例

重要市有財産等の処理に関し
て調査審議する。

2 4 6 6 ×
専門的な知識を要
し、利害関係者等
を除外するため

○ × 0 × - -
個人情報を扱
うため

× - 有

市職員、司法書士会
推薦、固定資産評価
委員の充て職である
ため

開催予定がなくH24年
6月に廃止することが
決まっていたため。

無

12
鳥羽厚生館運営
委員会

S62.9 2 2 11 15 10 5 ×
地域からの選出の
ため

× -
人権への配慮
から

2 × - -
個人情報保護
のため

× - 無 有

13
弁財天厚生館運
営委員会

S62.9 1 2 10 13 9 4 ×
地域からの選出の
ため

× -
人権への配慮
から

2 × - -
個人情報保護
のため

× - 無 有

14
松陰厚生館運営
委員会

S62.9 1 2 12 15 12 3 ×
地域からの選出の
ため

× -
人権への配慮
から

2 × - -
個人情報保護
のため

× - 無
各種団体の代表とな
る方が男性であるた
め

有

15
西大窪厚生館運
営委員会

S62.9 2 2 11 15 10 5 ×
地域からの選出の
ため

× -
人権への配慮
から

2 × - -
個人情報保護
のため

× - 無 有

16
西八木厚生館運
営委員会

S62.9 2 2 10 14 9 5 ×
地域からの選出の
ため

× -
人権への配慮
から

2 × - -
個人情報保護
のため

× - 無 有

17
美里厚生館運営
委員会

S63.1 2 2 11 15 9 6 ×
地域からの選出の
ため

× -
人権への配慮
から

2 × - -
個人情報保護
のため

× - 無 有

18
上西厚生館運営
委員会

S63.1 2 2 10 14 10 4 ×
地域からの選出の
ため

× -
人権への配慮
から

2 × - -
個人情報保護
のため

× - 無
各種団体の代表とな
る方が男性であるた
め

有

☆ 19
国民健康保険運
営協議会

国民健康保険
課

S34.4 法律 国民健康保険法
国民健康保険事業の運営に関
する重要事項を審議する。

3 8 11 10 1 ○ 2 1 4 論文 ○ ○ 2 ○ 2 2 ○ ○ 無

法により委員の選任
区分が定められてお
り、被保険者を代表
する委員以外は、選
任区分ごとに関係機
関から選任するため

有

20
地方独立行政法
人明石市立市民
病院評価委員会

地域医療課 H22.9 法律 地方独立行政法人法

・各事業年度及び中期目標期
間の業務実績評価結果を踏ま
え、法人へ業務運営の改善を
勧告する。
・中期目標を作成・変更する
際に意見する。
・中期計画の作成、変更を市
長が認可する際に意見する。

5 5 4 1 ×
専門的な知識・経
験を要するため

○ ○ 4 ○ 4 18 ○ ○ 有

条例に定める委員の
資格から、学識経験
者や医療関係者など
対象者が限られるた
め

有

21
明石文化芸術創
生会議

文化振興課 H21.6 条例
明石文化芸術創生条
例

文化芸術の振興に関する重要
事項を調査審議する。

2 2 6 10 6 4 ○ 2 6 論文 ○ ○ 1 ○ 1 0 ○ ○ 有 有

22 文化財審議会 文化振興課 S41.12 条例 文化財保護条例
文化財の保存及び活用に関し
必要な調査研究を行うため審
議を行う。

5 5 5 ×
専門的な知識を要
するため

○ ○ 2 ○ 0 - ○ × 無
文化財に係る専門分
野で女性の適任者が
いなかったため

個人所有財産の審議
を行なったため

個人所有財産の審議
を行なったため

有

23 民生委員推薦会 福祉総務課 S21 法律 民生委員法
民生委員・児童委員候補者の
推薦を行う。

2 2 10 14 9 5 ×
法に委員選出区分
が定められている
ため

○ ○ 3 × - -
旧厚生省通知
で非公開とさ
れているため

× - 無 有

24
障害者介護認定
等審査会

障害福祉課 H18.4 法律 障害者自立支援法
障害程度区分認定等に関する
審査判定を行う。

17 9 26 20 6 ×
専門的な知識を要
するため

× -
審議の公平
性・中立性を
保持するため

59 × - -
個人情報を扱
うため

× - 無

分野ごとに合議体を
置いており、それぞ
れの専門分野の委員
が必要となるため

学識経験を有する者
に合致する女性が少
ないため

有

25 介護認定審査会 高年介護室 H11.10 法律 介護保険法
介護保険の要介護認定等に関
する審査判定を行う。

70 70 46 24 ×
専門的な知識を要
するため

× -
審議の公平
性・中立性を
保持するため

343 × - -
個人情報を扱
うため

× - 無

取扱件数が多いた
め、15の合議体を置
き、分担して審査判
定を行っているため

有

☆ 26 環境審議会 環境総務課 H11.6 条例
環境の保全及び創造
に関する基本条例

環境基本計画の策定及び変
更、保護地区等の指定並びに
年次報告に関することについ
て、調査審議する。

6 4 8 18 12 6 ○ 2 2 7 論文 ○ ○ 1 ○ 1 1 ○ ○ 有 有

27
資源循環推進審
議会

資源循環課 H18.2 条例
廃棄物の処理及び清
掃に関する条例

一般廃棄物の処理に関する基
本的な計画の策定及び変更並
びに一般廃棄物の減量及び再
生利用等の促進に関する事項
について、審議する。

3 3 9 15 10 5 ○ 2 1 3 論文 ○ ○ 3 ○ 3 5 ○ ○ 有 有

人権推進課 条例 厚生館条例

厚生館の運営方針、並びに厚
生館が自ら企画実施する主要
事業等に関して、協議・提言
を行う。

未達成理由委員公募 委員名簿の公表 会議の公開
会議録の

公表 個別Ｈ
Ｐの有

無
審議会等の名称 事務局

設置年
月

設置根拠

主な審議事項

委員数
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参考：平成24年度に設置していたすべての審議会等〔法律・条例に基づくもの〕

開催
実績

開催
予定

根拠 名称
学識
経験

市職
員

公募
市民

その
他

計 男性 女性 可否 男 女
応募
者数

選考方
法

公募を行わない理
由

可否
H24
実績

公表しない理
由

H24 可否
H24
実績

傍聴
者数
（延)

公開しない理
由

可否
H24
実績

委員数 20人以内
委員数 男女それぞ

れ３割以上

公募市民２割以上
（公募可としたもの

に限る。）

委員名簿の公表
（公表可としたもの

に限る。）

会議の公開
（公開可としたもの

に限る。）

会議録の公表
（公表可としたもの

に限る。）
H25

未達成理由委員公募 委員名簿の公表 会議の公開
会議録の

公表 個別Ｈ
Ｐの有

無
審議会等の名称 事務局

設置年
月

設置根拠

主な審議事項

委員数

28
商業振興による
地域活性化審議
会

商工労政課 H22.8 条例
商業振興による地域
活性化に関する条例

市の商業振興、商業の振興に
よる地域の活性化に関するこ
と及び基本計画の策定等につ
いて調査審議する。

2 2 10 14 12 2 ○ 1 1 4 論文 ○ ○ 0 ○ - - ○ - 無

条例に定める委員の
うち、各種団体の代
表者に男性が多いた
め

選考の結果、委員に
適当と思われる人物
が2名であったため

無

29
園芸施設共済事
業運営協議会

農水産課 S52.4 条例 農業共済条例
園芸施設共済事業の運営に関
する重要事項について調査審
議する。

2 3 5 5 ×

契約者や専門的な
知識を有する者か
ら選出しているた
め

○ × 0 × - -
個人情報を扱
うため

× - 無
条例に定める委員は
すべて男性であるた
め

開催予定がなく平成
24年9月に廃止するこ
とが決まっていたた
め

無

30
農業共済損害評
価会

農水産課 S46.4 条例 農業共済条例
共済事故に係る損害の防止及
び認定に関する重要事項につ
いて調査審議する。

19 2 21 16 5 ×

契約者や専門的な
知識を有する者か
ら選出しているた
め

○ × 3 × - -
個人情報を扱
うため

× - 無

分野に応じて３つの
部会を置いており、
それぞれの専門分野
の委員が必要となる
ため

委員要件として専門
分野の知識と経験が
必要であり人材が限
定されるため

条例に対する理解不
足のため公表できて
いないが、平成25年
度から公表予定

有

31
交通安全対策会
議

交通安全課 H23.10
法律
条例

交通安全対策基本法
交通安全対策会議条
例

交通安全計画の作成及び陸上
交通の安全に関する総合的な
施策の企画について審議し、
及びその実施の推進を行う。

7 5 14 26 22 4 ○ 5 0 7 論文 ○ ○ 1 ○ 1 1 ○ ○ 有

国・県・警察等の他
機関、市民団体な
ど、多くの関係者の
参画が必要なため

専門的知識を要する
ため、関係機関の長
を選任しているため

特別委員3名は専門的
知識を要するため公
募しないが、委員23
名の中において、公
募市民2割以上は達成
している

有

32
放置自転車対策
審議会

交通安全課 H2.7 条例

自転車等の放置の防
止並びに市立自転車
駐車場の設置及び管
理に関する条例

放置禁止区域等の指定、解除
又は変更その他自転車等の放
置の防止対策について審議す
る。

1 1 3 10 15 11 4 ○ 1 2 6 論文 ○ ○ 1 ○ 1 1 ○ ○ 有
関係機関の長を選任
しており、すべて男
性であるため

有

33 住居表示審議会 都市計画課 S37.10 条例
附属機関の設置に関
する条例

住居表示整備事業に関する重
要事項について調査審議す
る。

3 3 6 5 1 ×

住居表示について
は地元住民の要望
案に基づき、実施
することから、委
員は関係機関の長
へ依頼しているた
め

○ ○ 1 ○ 1 3 ○ ○ 有

主に関係機関の長を
選任しており、それ
ら関係機関の長が男
性であるため

有

34 都市計画審議会 都市計画課 H12.4 法律 都市計画法
都市計画に関する事項を調査
審議する。

5 4 11 20 13 7 ○ 2 2 8
論文及び
面接 ○ ○ 2 ○ 2 1 ○ ○ 有 有

35 都市景観審議会 都市計画課 H4.6 条例 都市景観条例
都市景観の形成に必要な事項
について、調査審議する。

6 2 8 5 3 ○ 1 1 4
論文及び
面接 ○ ○ 2 ○ 2 6 ○ ○ 有 有

36

東播都市計画事
業西明石土地区
画整理（鳥羽新
田地区）審議会

区画整理課 H6.4 法律 土地区画整理法
換地計画、仮換地の指定及び
減価補償金の交付に関する事
項について審議する。

2 8 10 10 ×
法で委員の選出区
分が定められてい
るため

○ ○ 1 × - -

公正円滑な議
事運営及び財
産等個人情報
が含まれる案
件を扱うため

× - 有

法令等により委員は
土地の所有権者及び
借地権者の中からの
立候補制をとってお
り、立候補者に女性
がいないため

有

37 建築審査会 建築安全課 S53.4 法律 建築基準法
建築基準法に規定する同意及
び審査請求に対する裁決を行
う。

6 1 7 4 3 ×
法で委員の選出区
分が定められてい
るため

× -
審議の公平
性・中立性を
保持するため

3 × - -

法94条3項の
公開による口
頭審査等を除
き非公開

× - 無 有

38 開発事業審議会 開発審査課 H20．5 条例
開発事業における手
続及び基準等に関す
る条例

明石市開発事業における手続
及び基準等に関する条例第45
条に規定する公表に係る事項
及び同条例の運用に関する重
要事項の審議を行う。

3 3 3 ×

法律、都市計画、
建築又は行政に関
し優れた知識及び
経験を有する必要
があるため

○ ○ 0 × - -

事業者の個人
情報（氏名、
住所等）の公
表に係る事項
を審議するた
め

× - 有

委員要件として専門
分野の知識と経験が
必要であり人材が限
定されるため

有

39 開発審査会 開発審査課 H14.4 法律 都市計画法

開発許可等の処分に係る審査
請求に対する裁決を行う。
市街化調整区域における特例
の開発許可等に関する審議を
行う。

5 5 5 0 ×
専門的な知識を要
するため

○ ○ 1 ○ 0 - ○ × 有

委員要件として専門
分野の知識と経験が
必要であり人材が限
定されるため

情報公開条例の個人
情報を含むため会議
が非公開となったた
め

情報公開条例の個人
情報を含むため会議
が非公開となったた
め

有

40
大久保駅前 (東
工区）土地区画
整理審議会

H12.4 2 8 10 10 ×
法で委員の選出区
分が定められてい
るため

○ ○ 0 × - -

公正円滑な議
事運営及び財
産等個人情報
が含まれる案
件を扱うため

× - 無

法令等により委員は
土地の所有権者及び
借地権者の中からの
立候補制をとってお
り、立候補者に女性
がいないため

無

41
大久保駅前 (西
工区）土地区画
整理審議会

H12.4 2 8 10 10 ×
法で委員の選出区
分が定められてい
るため

○ ○ 0 × - -

公正円滑な議
事運営及び財
産等個人情報
が含まれる案
件を扱うため

× - 無

法令等により委員は
土地の所有権者及び
借地権者の中からの
立候補制をとってお
り、立候補者に女性
がいないため

無

42
公共下水道運営
審議会

下水道総務課 S47.7 条例
附属機関の設置に関
する条例

排水設備の設置等、公共下水
道の使用料、下水道事業受益
者負担金等に関することにつ
いて、調査審議する。

4 2 4 10 7 3 ○ 1 1 5 論文 ○ ○ 2 ○ 2 1 ○ ○ 有 有

43
市立学校通学区
域審議会

教育委員会事
務局総務課

S41.10 条例
教育委員会附属機関
の設置に関する条例

明石市立学校の通学区域の設
定、変更等について調査審議
する。

2 1 7 10 5 5 ×

公正な審議を確保
するため、市民代
表を連合PTA、自治
会の役員から選任
としているため

○ ○ 2 ○ 2 2 ○ ○ 無 有

44
社会教育委員会
議

青少年教育課 S62.7 条例
社会教育委員の定数
及び任期等に関する
条例

社会教育に関する諸計画の立
案及び社会教育に関する事項
について意見を述べる。

1 1 7 9 6 3 ×
法で委員の構成区
分が定められてい
るため

○ ○ 3 ○ 0 - ○ × 有

条例に対して理解不
足のため公表できて
いなかったが、今後
改善する

条例に対して理解不
足のため公表できて
いなかったが、今後
改善する

有

大久保駅前区
画整理事務所

法律 土地区画整理法
換地計画、仮換地の指定及び
減価補償金などの交付に関す
る事項について審議する。
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参考：平成24年度に設置していたすべての審議会等〔法律・条例に基づくもの〕

開催
実績

開催
予定

根拠 名称
学識
経験

市職
員

公募
市民

その
他

計 男性 女性 可否 男 女
応募
者数

選考方
法

公募を行わない理
由

可否
H24
実績

公表しない理
由

H24 可否
H24
実績

傍聴
者数
（延)

公開しない理
由

可否
H24
実績

委員数 20人以内
委員数 男女それぞ

れ３割以上

公募市民２割以上
（公募可としたもの

に限る。）

委員名簿の公表
（公表可としたもの

に限る。）

会議の公開
（公開可としたもの

に限る。）

会議録の公表
（公表可としたもの

に限る。）
H25

未達成理由委員公募 委員名簿の公表 会議の公開
会議録の

公表 個別Ｈ
Ｐの有

無
審議会等の名称 事務局

設置年
月

設置根拠

主な審議事項

委員数

209 64 40 286 599 454 145 13 22 18 78 31 28 470 21 27 46 21 16

割合 35% 11% 23% 48% 76% 24% 30% 70% 90% 48% 74% 48% 84%
*1 *2 *3 *4

*1 公募委員の数 ÷ 公募を行った審議会等の委員総数 *3 会議の公開を行った審議会等の数 ÷ 会議を開催した審議会等のうち、会議の公開が可能としたものの数
*2 委員名簿の公表を行った審議会等の数 ÷ 委員名簿の公表が可能とした審議会等の数 *4 会議録の公表を行った審議会等の数 ÷ 会議を開催した審議会等のうち、会議録の公表が可能としたものの数

合 計
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参考：平成24年度に設置していたすべての審議会等〔規則・要綱等に基づくもの〕

開催
実績

開催
予定

根拠 名称
学識
経験

市職
員

公募
市民

その
他

計 男性 女性 可否 男 女
応募
者数

選考方
法

公募を行わな
い理由

可否
H24
実績

公表しない理
由

H24 可否
H24
実績

傍聴
者数
（延)

公開しない理
由

可否
H24実
績

委員数 20人以内
委員数 男女それぞれ

３割以上

公募市民２割以上
（公募可としたものに

限る。）

委員名簿の公表
（公表可としたものに

限る。）

会議の公開
（公開可としたものに

限る。）

会議録の公表
（公表可としたものに

限る。）
H25

1
「明石市民の警
察官賞」表彰委
員会

市長室 S56.10 要綱
「明石市民の警察官
賞」表彰要綱

本表彰の適正と運営の公正を
確保する事項（被表彰者の選
考等）について審議する。

2 8 10 8 2 ×
候補者の個人
情報を扱うた
め

× -
審議の公平
性・中立性を
保持するため

1 × - -
候補者の個人
情報を扱うた
め

× - 無
各種関係団体の代表者
を選任しており、代表
者に女性が少ないため

有

2
長期総合計画推
進会議

政策室 H23.7 要綱
長期総合計画推進会
議設置要綱

明石市第５次長期総合計画の
進捗管理に係る事項につい
て、審議する。

2 5 9 16 10 6 ○ 1 4 17 論文 ○ ○ 1 ○ 1 4 ○ ○ 有

3
あかし市政総合
懇話会

政策室 H23.6 要綱
あかし市政総合懇話
会設置要綱

本市の基本的な政策方針や市
政運営方針の検討と意見交換
を行う。

15 15 12 3 ×
専門的な知識
を要するため

○ ○ 2 × - -
会議の内容に
非公開情報が
含まれるため

× - 無
各種関係団体の代表者
を選任しており、代表
者に女性が少ないため

無

☆ 4

（仮称）こども
健やかひろば施
設整備検討委員
会

中心市街地活
性化推進室/健
康推進課/子育
て支援課/こど
も育成室

H24.5 要綱
(仮称)こども健やか
ひろば施設整備検討
委員会設置要綱

明石駅前南地区の再開発ビル
に設置する「(仮称)こども健
やかひろば」の施設整備に関
する基本理念、基本方針、機
能・サービス、施設レイアウ
トなどを定めた施設整備基本
計画素案の策定について検討
する。

2 3 7 12 4 8 ○ 0 6 6
論文及び
面接 ○ ○ 8 ○ 8 5 ○ ○ 有 無

☆ 5
（仮称）イベン
ト広場施設整備
検討委員会

中心市街地活
性化推進室/観
光振興課

H24.5 要綱
（仮称）イベント広
場施設整備検討委員
会設置要綱

明石駅前南地区の再開発ビル
に設置する「（仮称）イベン
ト広場」の施設整備に関する
基本理念、基本方針、機能・
サービス、施設レイアウトな
どを定めた施設整備基本計画
素案の策定について検討す
る。

2 3 7 12 7 5 ○ 2 4 6
論文及び
面接 ○ ○ 6 ○ 6 5 ○ ○ 有 無

6

環境部職員特殊
勤務手当不正受
給問題調査委員
会

総務課 H24.5 要綱
環境部職員特殊勤務
手当不正受給問題調
査委員会設置要綱

環境部手当不正受給問題につ
いて調査を実施する。

3 3 2 1 ×

高度に専門的
な知識を必要
とする審議事
項であるため

○ ○ 11 × - -
個人情報を扱
うため

× - 有 無

7
工事成績評定委
員会

工事検査課 H16.7 要綱
工事成績評定委員会
設置要綱

建設工事の受注者からの工事
成績評定に関する再説明の申
出に対する回答についての審
議を行う。

3 1 4 3 1 ×

専門的な知識
を要し、利害
関係者等を除
外するため

× -
審議の公平
性・中立性を
保持するため

1 × - -
審議の公平
性・中立性を
保持するため

× - 無
工事検査の専門的知識
を有する女性が少ない
ため

有

8 健康管理委員会 人事課 H21.6 要綱
メンタル疾患職員へ
の対応等に関する要
綱

メンタル疾患職員への復帰支
援及び療育の要否の判定を行
う。

4 2 6 6 ×
専門的知識が
必要であるた
め

○ ○ 4 × - -
個人情報を扱
うため

× - 無
委員要件（専門医等）
に合致する女性が少な
いため

無

9 入札監視委員会 契約課 H14.11 要綱
入札監視委員会設置
要綱

建設工事に関し、入札及び契
約の過程等についての必要な
事を調査審議する。

5 5 4 1 ×

専門的な知識
を要し、利害
関係者等を除
外するため

○ ○ 2 × - -
入札・契約制
度に関する情
報を扱うため

○ ○ 有

男女にかかわらず、学
識経験等を有する委員
に適した人物を任命し
たため

有

10
あかし男女共同
参画プラン推進
懇話会

男女共同参画
課

H13.11 要綱
あかし男女共同参画
プラン推進懇話会設
置要綱

男女共同参画プランを推進す
るための施策の検討や提言を
行う。
男女共同参画プランの実施状
況の点検や評価を行う。

4 2 6 12 3 9 ○ 2 2 論文 ○ ○ 0 ○ - - ○ - 有

・男女共同参画の視点
による委員構成とした
ため
・公募市民が女性のみ
になったため

条例の施行前からの任
期となっていたため

無

11
あかし男女共同
参画センター運
営委員会

男女共同参画
課

H15.3 要綱
あかし男女共同参画
センター運営委員会
設置要綱

男女共同参画センターで実施
する事業やセンターの運営等
について審議する。

3 2 7 12 3 9 ○ 2 3 論文 ○ ○ 0 ○ - - ○ - 有

・男女共同参画の視点
による委員構成とした
ため。
・公募市民が女性のみ
になったため

条例の施行前からの任
期となっていたため

無

☆ 12

（仮称）明石市
協働のまちづく
り推進条例検討
委員会

市民協働推進
室

H23.2 要綱

（仮称）明石市協働
のまちづくり推進条
例検討委員会設置要
綱

明石市自治基本条例第２０条
の規定により、協働の仕組み
づくり及び推進方策等を定め
る（仮称）明石市協働のまち
づくり推進条例に盛り込むべ
き項目及び内容、条例素案の
策定に関することを検討す
る。

2 2 8 12 7 5 ○ 1 1 7
論文及び
面接 ○ ○ 5 ○ 5 43 ○ ○ 有

地域活動に携わる連合
自治会やPTA、市民活
動団体、ボランティア
団体、事業者代表など
幅広い委員構成となっ
たため、市民公募委員
の占める割合が低く
なった

無

13
市民提案型パイ
ロット協働事業
委託等審査会

市民協働推進
室

H22.6 要綱
市民提案型パイロッ
ト協働事業委託等審
査会設置要綱

市民から提案された協働事業
の審査及び事業完了後の評価
を行う。

2 2 2 6 4 2 ×
専門的な知識
を要するため

× -
審議の公平
性・中立性を
保持するため

1 × - -
公平性・中立
性を保持する
ため

× - 有 無

14
予防接種健康被
害調査委員会

地域医療課 S56.8 要綱
予防接種健康被害調
査委員会設置要綱

予防接種に起因した事故の適
正かつ円滑な処理について、
調査審議を行う。

1 9 10 9 1 ×
専門的な知識
を要するため

○ × 0 × - -
個人情報等を
扱うため

× - 無

充て職、その他専門医
として県の推薦する医
師、明石市医師会から
の推薦医師の大半が男
性であったため

条例について認識して
いなかったため。平成
25年度に公表を実施。

無

15
新型インフルエ
ンザ対策推進協
議会

地域医療課 H20.4 要綱
新型インフルエンザ
対策推進協議会設置
要綱

・行動計画に基づき行う施策
の進捗に関すること。
・新型インフルエンザ対策を
推進していくための課題に関
すること。
・その他行動計画を推進する
ために必要な事項

4 14 18 17 1 ×

当会議が関係
機関相互の連
携強化を図る
目的で設置し
たものである
ため

○ ○ 1 ○ 1 0 ○ ○ 無

新型インフルエンザ対
策に関する関係機関及
び関係団体の代表者が
福祉施設関係者以外全
て男性であったため

有

16
がん医療対策会
議

地域医療課 H23.5 要綱
がん医療対策会議設
置要綱

明石市におけるがん患者やそ
の家族が安心して療養生活を
送ることができる地域医療体
制の構築を検討する。

16 16 8 8 ×
専門的な知識
等を要するた
め

○ ○ 5 × - -

個人情報や診
療体制等に関
する情報を扱
うため

× - 有 有

17
健康づくり推進
協議会

健康推進課 S55.2 要綱
健康づくり推進協議
会要綱

健康づくりに関する実情の総
合的な把握、基本的な施策並
びにその推進や調査につい
て、審議する。

1 2 3 9 15 8 7 ○ 3 4 論文 ○ ○ 2 ○ 2 1 ○ ○ 有 有

18
生涯学習セン
ター運営委員会

生涯学習セン
ター

H15.2 要綱
生涯学習センター運
営委員会設置要綱

市の生涯学習事業の推進及び
生涯学習センターの適正かつ
円滑な運営等について審議す
る。

3 3 7 13 9 4 ○ 1 2 9 論文 ○ ○ 0 ○ - - ○ - 無 無

19
地域自立支援協
議会

障害福祉課 H22.2 要綱
地域自立支援協議会
設置要綱

・障害者計画及び障害福祉計
画を策定するに当たり重要な
事項について調査審議する。
・障害者計画及び障害福祉計
画に定める施策の総合的かつ
計画的な推進について必要な
事項を調査し、評価する。

1 1 1 14 17 11 6 ○ 1 5 論文 ○ ○ 2 ○ 2 7 ○ ○ 有

条例の施行前からの任
期となっていたため。
次回改選時には改善を
図る予定

有

20

福祉事務所入所
判定委員会（老
人ホーム入所判
定委員会）

高年介護室 S60.4 要綱
福祉事務所入所判定
委員会設置要綱

老人ホームへの入所措置や継
続の要否について判定を行
う。

2 6 8 8 ×

厚労省通知で
委員構成が定
められている
ため

× -
審議の公平
性・中立性を
保持するため

10 × - -
個人情報等を
扱うため

× - 無
厚生労働省通知で委員
構成が定められている
ため

有

21
地域包括支援セ
ンター運営協議
会

高年介護室 H18.5 要綱
地域包括支援セン
ター運営協議会設置
要綱

・地域包括支援センターの設
置等に関すること。
・地域包括支援センターの運
営及び評価に関すること。
・介護保険以外のサービスと
の連携形成に関すること。
・地域包括支援センターの運
営に関し必要な事項

1 2 7 10 5 5 ○ 2 5 論文 ○ ○ 4 ○ 4 10 ○ ○ 有 有

☆ 22
地域密着型サー
ビス運営委員会

高年介護室 H18.8 要綱
地域密着型サービス
運営委員会設置要綱

・地域密着型（介護予防）
サービス費の額を定めるこ
と。
・指定地域密着型（介護予
防）サービス事業所の選定に
関すること。
・指定地域密着型サービス事
業所等に従事する従業者に関
する基準を定めること。
・指定地域密着型サービス事
業所等の設備及び運営に関す
る基準を定めること。

2 2 6 10 4 6 ○ 2 4 論文 × -

事業所選定に
関する不当な
圧力を防止す
るなど、審議
の公平性・中
立性を保持す
るため

5 × - -
事業所選定の
公正の確保の
ため

○ ○ 有 有

未達成理由

審議会等の名称 事務局
設置年

月

設置根拠

主な審議事項

委員数 委員公募 委員名簿の公表 会議の公開
会議録の

公表 個別Ｈ
Ｐの有

無
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参考：平成24年度に設置していたすべての審議会等〔規則・要綱等に基づくもの〕

開催
実績

開催
予定

根拠 名称
学識
経験

市職
員

公募
市民

その
他

計 男性 女性 可否 男 女
応募
者数

選考方
法

公募を行わな
い理由

可否
H24
実績

公表しない理
由

H24 可否
H24
実績

傍聴
者数
（延)

公開しない理
由

可否
H24実
績

委員数 20人以内
委員数 男女それぞれ

３割以上

公募市民２割以上
（公募可としたものに

限る。）

委員名簿の公表
（公表可としたものに

限る。）

会議の公開
（公開可としたものに

限る。）

会議録の公表
（公表可としたものに

限る。）
H25

未達成理由

審議会等の名称 事務局
設置年

月

設置根拠

主な審議事項

委員数 委員公募 委員名簿の公表 会議の公開
会議録の

公表 個別Ｈ
Ｐの有

無

23
こども基金運営
委員会

子育て支援課 H17.9 要綱
こども基金運営委員
会設置要綱

こども基金の円滑かつ適正な
運用管理を図るため、基金の
活用方針や助成の対象となる
子育て支援活動等の認定に関
すること等を審議する。

1 1 2 3 7 1 6 ○ 3 3 論文 ○ ○ 2 ○ 0 - ○ × 有

子育て支援に関わりの
深い委員により構成さ
れていることから、女
性の割合が高くなって
いるため

審査方針等が審議事項
であり、公平性・中立
性を保持するため非公
開としたもの

審査方針等が審議事項
であり、公平性・中立
性を保持するため非公
表としたもの

有

24
次世代育成支援
対策推進行動計
画推進協議会

子育て支援課 H17.12 要綱
次世代育成支援対策
推進行動計画推進協
議会設置要綱

次世代育成支援対策推進行動
計画を推進していくうえで、
全市的な観点から次世代育成
支援対策に関する施策の実施
状況等の検討等を行う。

2 3 4 9 18 9 9 ○ 1 3 4 論文 ○ ○ 1 ○ 1 0 ○ ○ 有 有

25
農業振興地域整
備促進協議会

農水産課 S47.7 要綱
農業振興地域整備促
進協議会設置要綱

・土地利用の基本方向につい
ての計画や調整
・農業振興の基本方向につい
ての計画及び調整

14 14 14 ×

法で意見を求
める団体が決
められている
ため

○ ○ 1 ○ 1 0 ○ ○ 無

農業委員会、農業協同
組合長又は理事、土地
改良区理事長など、関
係団体の代表者を選任
しており代表者がすべ
て男性であるため

有

26
公設地方卸売市
場あり方検討委
員会

卸売市場 H25.1 要綱
公設地方卸売市場あ
り方検討委員会設置
要綱

明石市公設地方卸売市場のあ
り方に関する将来展望及びそ
の実現のための計画の策定に
必要な調査及び検討を行う。

3 3 3 ×
専門的な知識
を要するため

○ × 1 ○ 0 - ○ × 無

男女にかかわらず、学
識経験等を有する委員
に適した人物を任命し
たため

条例に対する理解不足
のため公表できていな
いが、平成25年度から
公表予定

条例に対する理解不足
のため公開できていな
いが、平成25年度から
公開予定

条例に対する理解不足
のため公表できていな
いが、平成25年度から
公表予定

有

27
地域公共交通会
議

交通政策課 H19.6 要綱
地域公共交通会議設
置要綱
道路運送法施行規則

地域の実情に応じた適切な乗
合旅客運送の態様及び運賃、
料金等に関する事項等を協議
する。

1 10 11 10 1 ×

地域団体から
住民代表又は
利用者代表を
選任するため

○ ○ 0 ○ - - ○ - 有

行政・交通事業者・各
市民団体の代表からな
るが、代表者に女性が
少ないため

有

☆ 28
総合交通計画策
定委員会

交通政策課 H24.6 要綱
総合交通計画策定委
員会設置要綱

公共交通の利用促進を基本と
し、時代の変化に即応した誰
もが安全で円滑に移動できる
交通体系の確立を目指して策
定した明石市総合交通計画に
ついては、策定から５年が経
過し、その間における本市を
取り巻く状況の変化に対応す
る必要があることから、当該
計画を見直し新たな計画を策
定するための協議を行う。

2 1 2 5 10 7 3 ○ 2 2
論文及び
面接 ○ ○ 3 ○ 3 1 ○ ○ 有 無

☆ 29

（仮称）明石市
営住宅整備・管
理計画策定委員
会

住宅課 H24.7 要綱
（仮称）明石市営住
宅整備・管理計画策
定委員会設置要綱

住宅需要の質的な変化を踏ま
えて、現行の明石市公営住宅
ストック総合活用計画を継承
する（仮称）明石市営住宅整
備・管理計画の策定に関し、
必要な事項について審議及び
検討を行う。

3 3 2 8 5 3 ○ 2 1 4
論文及び
面接 ○ ○ 5 ○ 5 12 ○ ○ 有 無

☆ 30
中学校給食検討
委員会

学事給食課 H23.12 要綱
中学校給食検討委員
会設置要綱

中学校給食の円滑な実施に向
けて、給食の実施方式、食育
や地産地消の推進、実施上の
学校運営の課題等について検
討を行う。

2 4 11 17 10 7 ○ 1 3 11
論文及び
面接 ○ ○ 11 ○ 11 199 ○ ○ 有 無

31
教科用図書明石
地区協議会

学校教育課 H6.6 要綱
教科用図書明石地区
協議会設置要綱

教育委員会が行う義務教育諸
学校において使用する教科用
図書の採択について、教科用
図書を調査検討して答申す
る。

1 7 8 6 2 ×
教科書採択の
公正確保のた
め

× -
審議の公平
性・中立性を
保持するため

2 × - -
教科書採択の
公正確保のた
め

× - 無
男女別の選任を関係団
体に依頼することが困
難なため

有

32
心身障害児就学
指導委員会

学校教育課 S52.4 規則
心身障害児就学指導
委員会規則

市立幼稚園、小･中･養護学校
に在籍する者又は入学(園)転
学(園)予定者のなかで、心身
に障害のある幼児・児童・生
徒の適正な教育的措置に関し
て審議を行う。

5 5 10 20 9 11 ×
専門的な知識
を要するため

× -
審議の公平
性・中立性を
保持するため

3 × - -
個人情報を扱
うため

× - 無 有

☆ 33
（仮称）市民図
書館のあり方検
討委員会

青少年教育課 H24.5 要綱
（仮称）市民図書館
のあり方検討委員会
設置要綱

図書館整備基本計画に盛り込
むべき項目及び内容に関する
こと、及び図書館整備基本計
画案の策定に関することにつ
いて検討し、報告する。

2 3 7 12 4 8 ○ 3 3 6 面接 ○ ○ 7 ○ 7 41 ○ ○ 有 無

61 27 46 236 370 230 140 17 13 43 98 26 24 107 20 57 328 22 16

割合 16% 7% 22% 64% 62% 38% 52% 79% 92% 61% 88% 67% 89%
*1 *2 *3 *4

*1 公募委員の数 ÷ 公募を行った審議会等の委員総数 *3 会議の公開を行った審議会等の数 ÷ 会議を開催した審議会等のうち、会議の公開が可能としたものの数

*2 委員名簿の公表を行った審議会等の数 ÷ 委員名簿の公表が可能とした審議会等の数 *4 会議録の公表を行った審議会等の数 ÷ 会議を開催した審議会等のうち、会議録の公表が可能としたものの数

合 計
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区 分
実

施
し

な
か

っ
た

理
由

担
当

課

1
H
2
4
.
7
.
4

附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改

正
す
る
条
例

重
要

市
有

財
産

等
処

理
審

議
会

が
所

期
の

目
的

を
達

成
し

た
た

め
、

当
該

審
議

会
を

廃
止

し
よ

う
と

す
る

も
の

。
Ｃ

判
断

基
準

⑦
に

該
当

す
る

も
の

。
管

財
課

2
H
2
4
.
7
.
4

明
石
市
乳
幼
児
等
医
療
費
の
助
成
に
関
す

る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

小
学

校
低

学
年

児
童

の
外

来
に

係
る

医
療

費
助

成
の

所
得

制
限

基
準

と
し

て
引

用
し

て
い

る
児

童
手

当
法

施
行

令
の

規
定

が
改

正
さ

れ
た

こ
と

か
ら

、
従

前
と

同
じ

基
準

で
助

成
を

実
施

で
き

る
よ

う
、

所
要

の
整

備
を

図
ろ

う
と

す
る

も
の

。

Ａ
条

例
第

６
条

第
３

項
第

５
号

に
該

当
す

る
も

の
。

児
童

福
祉

課

3
H
2
4
.
7
.
4

明
石
市
地
区
計
画
等
の
区
域
内
に
お
け
る

建
築

物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る

条
例

大
久

保
町

西
脇

地
区

及
び

大
久

保
町

上
野

地
区

に
つ

い
て

、
建

築
基

準
法

第
６

８
条

の
２

第
1
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

区
域

内
に

お
け

る
建

築
物

の
敷

地
、

構
造

及
び

用
途

に
関

す
る

制
限

を
定

め
る

ほ
か

、
規

定
の

整
備

を
図

ろ
う

と
す

る
も

の
。

Ｃ
判

断
基

準
⑩

に
該

当
す

る
も

の
。

（
地

区
計

画
を

定
め

る
際

に
手

続
を

実
施

し
て

い
る

。
）

建
築

安
全

課

4
H
2
4
.
9
.
2
8

明
石
市
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

市
長

の
給

料
月

額
と

の
均

衡
を

図
る

た
め

、
平

成
２

４
年

１
０

月
１

日
か

ら
平

成
２

７
年

４
月

３
０

日
ま

で
の

間
に

お
け

る
副

市
長

の
給

料
月

額
を

減
額

す
る

ほ
か

、
規

定
の

整
備

を
図

ろ
う

と
す

る
も

の
。

Ｃ
判

断
基

準
⑦

に
該

当
す

る
も

の
。

人
事

課

5
H
2
4
.
9
.
2
8

明
石
市
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

地
方

税
法

等
の

一
部

改
正

に
伴

い
、

地
方

公
共

団
体

が
単

独
で

実
施

す
る

緊
急

防
災

・
減

災
事

業
の

財
源

を
確

保
す

る
た

め
に

個
人

市
民

税
の

均
等

割
の

税
率

を
臨

時
的

に
引

き
上

げ
る

と
と

も
に

、
法

律
の

定
め

る
範

囲
内

で
地

方
公

共
団

体
が

税
の

特
例

措
置

の
内

容
を

条
例

で
定

め
る

こ
と

が
で

き
る

と
し

た
地

域
決

定
型

地
方

税
制

特
例

措
置

に
よ

り
課

税
標

準
の

特
例

率
を

定
め

る
ほ

か
、

所
要

の
整

備
を

図
ろ

う
と

す
る

も
の

。

Ａ
条

例
第

６
条

第
３

項
第

１
号

に
該

当
す

る
も

の
。

税
制

課

6
H
2
4
.
9
.
2
8

明
石
市
立
知
的
障
害
者
通
所
施
設
設
置
条

例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

明
石

市
に

お
け

る
知

的
障

害
者

通
所

施
設

の
利

用
希

望
者

が
今

後
と

も
増

加
す

る
こ

と
が

見
込

ま
れ

る
こ

と
か

ら
、

知
的

障
害

者
通

所
施

設
の

定
員

を
増

や
そ

う
と

す
る

も
の

。
Ｃ

判
断

基
準

①
に

該
当

す
る

も
の

。
障

害
福

祉
課

7
H
2
4
.
9
.
2
8

明
石
市
農
業
共
済
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条

例

家
畜

共
済

の
事

務
取

扱
要

領
が

改
正

さ
れ

、
家

畜
価

額
の

評
価

を
損

害
評

価
会

で
作

成
し

た
基

準
に

基
づ

い
て

行
う

こ
と

に
な

っ
た

こ
と

に
伴

い
、

損
害

評
価

会
の

組
織

及
び

権
能

を
整

備
す

る
ほ

か
、

所
要

の
整

備
を

図
ろ

う
と

す
る

も
の

。

Ｃ
判

断
基

準
⑥

に
該

当
す

る
も

の
。

農
水

産
課

8
H
2
4
.
9
.
2
8

明
石
市
火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条

例

対
象

火
気

設
備

等
の

位
置

、
構

造
及

び
管

理
並

び
に

対
象

火
気

器
具

等
の

取
扱

い
に

関
す

る
条

例
の

制
定

に
関

す
る

基
準

を
定

め
る

省
令

の
一

部
改

正
に

伴
い

、
近

年
の

電
気

自
動

車
の

普
及

に
伴

い
設

置
が

進
め

ら
れ

て
い

る
電

気
自

動
車

用
の

急
速

充
電

設
備

に
つ

い
て

、
火

災
予

防
上

必
要

な
基

準
を

定
め

よ
う

と
す

る
も

の
。

Ａ
条

例
第

６
条

第
３

項
第

５
号

に
該

当
す

る
も

の
。

予
防

課

※
「
区

分
」
の
Ａ
，
Ｃ
及

び
「
実
施
し
な
か
っ
た
理
由
」
の
判
断
基

準
①

～
⑩

は
、

明
石

市
市

民
参

画
推

進
会

議
か

ら
の

答
申

書
・

別
紙

２
「

市
民

参
画

手
続

の
実

施
に

関
す

る
判

断
基

準
に

つ
い

て
」

の
(
１
)
の

図
の

Ａ
，

Ｃ
及
び

表
の
①
～
⑩
を
指

し
ま
す
。

※
参
考

：
市
民
参
画
条
例

第
６
条
第
３
項
各
号

(
１
)

市
税
の
賦
課
徴

収
に
関
す
る
も
の
（
地
方
税
法
（
昭
和

2
5
年

法
律

第
2
2
6
号

）
第

５
条

第
３

項
又

は
第

７
項

の
規

定
に

よ
り

税
目

を
起
こ

す
こ

と
そ

の
他

市
長

が
特

に
必

要
と

認
め

る
事

項
を

除
く

。
）

そ
の
他
金
銭
の
徴

収
に
関
す
る
も
の

(
２
)

予
算
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
補
助
金
そ
の
他
の
金
銭
の

給
付

に
関

す
る

も
の

(
３
)

法
令
（
法
律
、

法
律
に
基
づ
く
命
令
（
告
示
を
含
む
。
）

並
び

に
条

例
及

び
規

則
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
に

基
づ

く
事

項
で

、
市

長
等

に
お

い
て

裁
量

の
余

地
が

な
い

も
の

(
４
)

市
長
等
の
機
関

内
部
の
事
務
処
理
に
関
す
る
も
の

(
５
)

関
係
法
令
の
改

正
に
伴
う
規
定
の
整
備
そ
の
他
軽
易
な
事

項
で

あ
る

も
の

(
６
)

特
に
緊
急
の
必

要
の
た
め
作
成
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、

市
民

参
画

手
続

を
行

う
暇

が
な

い
も

の
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制
定

・
改

廃
に

当
た

り
市

民
参

画
手

続
を

実
施

し
な

か
っ

た
政

策
等

＜
条

例
＞

番
号

公
布
年
月
日

件
名

要
旨

区 分
実

施
し

な
か

っ
た

理
由

担
当

課

9
H
2
4
.
1
2
.
2
7

明
石
市
道
路
構
造
の
技
術
的
基
準
等
を
定

め
る

条
例

道
路

法
及

び
高

齢
者

、
障

害
者

等
の

移
動

等
の

円
滑

化
の

促
進

に
関

す
る

法
律

の
一

部
改

正
に

よ
り

、
こ

れ
ま

で
全

国
一

律
に

定
め

ら
れ

て
い

た
道

路
の

構
造

の
技

術
的

基
準

等
を

地
方

公
共

団
体

が
自

ら
定

め
る

こ
と

と
さ

れ
た

こ
と

に
伴

い
、

こ
れ

ら
の

基
準

を
定

め
る

こ
と

に
つ

き
、

新
た

に
条

例
を

制
定

し
よ

う
と

す
る

も
の

。

Ｃ
判

断
基

準
⑧

に
該

当
す

る
も

の
。

（
こ

れ
ま

で
の

基
準

と
同

様
の

内
容

を
定

め
る

も
の

。
）

道
路

整
備

課

1
0

H
2
4
.
1
2
.
2
7

明
石
市
法
令
遵
守
の
推
進
等
に
関
す
る
条

例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

労
働

者
派

遣
事

業
の

適
正

な
運

営
の

確
保

及
び

派
遣

労
働

者
の

就
業

条
件

の
整

備
等

に
関

す
る

法
律

の
一

部
改

正
に

伴
い

、
規

定
の

整
備

を
図

ろ
う

と
す

る
も

の
。

Ａ
条

例
第

６
条

第
３

項
第

５
号

に
該

当
す

る
も

の
。

総
務

課

1
1

H
2
4
.
1
2
.
2
7

明
石
市
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

公
営

住
宅

法
の

一
部

改
正

に
よ

り
、

こ
れ

ま
で

全
国

一
律

に
定

め
ら

れ
て

い
た

公
営

住
宅

等
の

整
備

基
準

及
び

入
居

者
の

収
入

基
準

を
地

方
公

共
団

体
が

自
ら

定
め

る
こ

と
と

さ
れ

た
こ

と
に

伴
い

、
こ

れ
ら

の
基

準
を

定
め

る
ほ

か
、

所
要

の
整

備
を

図
ろ

う
と

す
る

も
の

。

Ｃ
判

断
基

準
⑧

に
該

当
す

る
も

の
。

（
こ

れ
ま

で
の

基
準

と
同

様
の

内
容

を
定

め
る

も
の

。
）

住
宅

課

1
2

H
2
4
.
1
2
.
2
7

明
石
市
下
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

下
水

道
法

の
一

部
改

正
に

よ
り

、
こ

れ
ま

で
全

国
一

律
に

定
め

ら
れ

て
い

た
公

共
下

水
道

の
構

造
の

技
術

上
の

基
準

及
び

終
末

処
理

場
の

維
持

管
理

に
関

す
る

基
準

を
地

方
公

共
団

体
が

自
ら

定
め

る
こ

と
と

さ
れ

た
こ

と
に

伴
い

、
こ

れ
ら

の
基

準
を

定
め

る
ほ

か
、

所
要

の
整

備
を

図
ろ

う
と

す
る

も
の

。

Ｃ
判

断
基

準
⑧

に
該

当
す

る
も

の
。

（
こ

れ
ま

で
の

基
準

と
同

様
の

内
容

を
定

め
る

も
の

。
）

下
水

道
総

務
課

1
3

H
2
4
.
1
2
.
2
7

明
石
市
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

水
道

法
の

一
部

改
正

に
よ

り
、

こ
れ

ま
で

全
国

一
律

に
定

め
ら

れ
て

い
た

布
設

工
事

監
督

者
の

資
格

及
び

配
置

基
準

並
び

に
水

道
技

術
管

理
者

の
資

格
を

地
方

公
共

団
体

が
自

ら
定

め
る

こ
と

と
さ

れ
た

こ
と

に
伴

い
、

こ
れ

ら
の

基
準

を
定

め
る

ほ
か

、
所

要
の

整
備

を
図

ろ
う

と
す

る
も

の
。

Ｃ
判

断
基

準
⑧

に
該

当
す

る
も

の
。

（
こ

れ
ま

で
の

基
準

と
同

様
の

内
容

を
定

め
る

も
の

。
）

水
道

総
務

課

1
4

H
2
5
.
3
.
2
9

明
石
市
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
基
金

条
例

一
般

廃
棄

物
処

理
施

設
の

整
備

を
行

う
費

用
の

一
部

と
す

る
た

め
、

明
石

市
一

般
廃

棄
物

処
理

施
設

整
備

基
金

を
設

置
す

る
こ

と
に

つ
き

、
新

た
に

条
例

を
制

定
し

よ
う

と
す

る
も

の
。

Ｃ
判

断
基

準
⑦

に
該

当
す

る
も

の
。

環
境

総
務

課

1
5

H
2
5
.
3
.
2
9

明
石
市
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本

部
条

例

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

対
策

特
別

措
置

法
に

基
づ

き
、

明
石

市
新

型
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

等
対

策
本

部
の

組
織

及
び

運
営

に
つ

い
て

定
め

る
た

め
、

新
た

に
条

例
を

制
定

し
よ

う
と

す
る

も
の

。
Ｃ

判
断

基
準

⑦
に

該
当

す
る

も
の

。
総

合
安

全
対

策
局

1
6

H
2
5
.
3
.
2
9

阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
伴
う
許
可
等
の
有

効
期

間
の
延
長
等
に
関
す
る
緊
急
措
置
条
例
を

廃
止

す
る
条
例

阪
神

・
淡

路
大

震
災

の
被

災
者

等
を

支
援

す
る

た
め

の
緊

急
措

置
を

定
め

た
条

例
が

所
期

の
目

的
を

達
成

し
た

た
め

、
当

該
条

例
を

廃
止

し
よ

う
と

す
る

も
の

。
Ｃ

判
断

基
準

⑧
に

該
当

す
る

も
の

。
総

務
課

1
7

H
2
5
.
3
.
2
9

昭
和
天
皇
の
崩
御
に
伴
う
職
員
の
懲
戒
免

除
に

関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

昭
和

天
皇

の
崩

御
に

伴
う

職
員

の
懲

戒
免

除
に

関
し

て
定

め
た

条
例

が
所

期
の

目
的

を
達

成
し

た
た

め
、

当
該

条
例

を
廃

止
し

よ
う

と
す

る
も

の
。

Ｃ
判

断
基

準
⑧

に
該

当
す

る
も

の
。

人
事

課

1
8

H
2
5
.
3
.
2
9

昭
和
２
３
年
６
月
３
０
日
以
前
に
給
付
事

由
が

発
生
し
た
退
職
年
金
等
の
年
額
の
改
定
に

関
す

る
条
例
等
を
廃
止
す
る
条
例

昭
和

２
３

年
６

月
３

０
日

以
前

に
給

付
事

由
が

発
生

し
た

退
職

年
金

等
の

年
額

の
改

定
に

関
し

て
定

め
た

条
例

等
が

所
期

の
目

的
を

達
成

し
た

た
め

、
当

該
条

例
等

を
廃

止
し

よ
う

と
す

る
も

の
。

Ｃ
判

断
基

準
⑧

に
該

当
す

る
も

の
。

職
員

厚
生

課

1
9

H
2
5
.
3
.
2
9

明
石
市
違
法
駐
車
等
の
防
止
に
関
す
る
条

例
を

廃
止
す
る
条
例

違
法

駐
車

等
の

防
止

に
つ

い
て

定
め

た
条

例
が

所
期

の
目

的
を

達
成

し
た

た
め

、
当

該
条

例
を

廃
止

し
よ

う
と

す
る

も
の

。
Ｃ

判
断

基
準

⑧
に

該
当

す
る

も
の

。
交

通
安

全
課

2
0

H
2
5
.
3
.
2
9

明
石
市
情
報
公
開
条
例
等
の
一
部
を
改
正

す
る

条
例

国
有

林
野

の
有

す
る

公
益

的
機

能
の

維
持

増
進

を
図

る
た

め
の

国
有

林
野

の
管

理
経

営
に

関
す

る
法

律
等

の
一

部
を

改
正

す
る

等
の

法
律

の
施

行
に

伴
い

、
関

係
条

例
の

規
定

の
整

備
を

図
ろ

う
と

す
る

も
の

。
Ａ

条
例

第
６

条
第

３
項

第
５

号
に

該
当

す
る

も
の

。
広

報
課

2
1

H
2
5
.
3
.
2
9

明
石
市
職
員
の
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務

条
件

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員

の
子

育
て

支
援

の
充

実
等

を
目

的
と

し
、

育
児

時
間

制
度

に
つ

い
て

、
兵

庫
県

職
員

の
取

扱
い

に
準

じ
た

改
善

を
図

る
と

と
も

に
、

国
家

公
務

員
の

取
扱

い
に

準
じ

、
ド

ナ
ー

休
暇

制
度

の
取

得
事

由
を

拡
大

し
よ

う
と

す
る

も
の

。

Ｃ
判

断
基

準
⑦

に
該

当
す

る
も

の
。

人
事

課
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制
定

・
改

廃
に

当
た

り
市

民
参

画
手

続
を

実
施

し
な

か
っ

た
政

策
等

＜
条

例
＞

番
号

公
布
年
月
日

件
名

要
旨

区 分
実

施
し

な
か

っ
た

理
由

担
当

課

2
2

H
2
5
.
3
.
2
9

証
人
等
の
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を

改
正
す
る
条
例

地
方

自
治

法
の

一
部

改
正

に
伴

い
、

規
定

の
整

備
を

図
ろ

う
と

す
る

も
の

。
Ｃ

判
断

基
準

⑧
に

該
当

す
る

も
の

。
人

事
課

2
3

H
2
5
.
3
.
2
9

明
石
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び

明
石

市
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
並
び
に

勤
務

時
間
及
び
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改

正
す
る
条
例

勤
務

１
時

間
当

た
り

の
給

与
額

を
算

出
す

る
に

当
た

り
、

労
働

基
準

法
に

基
づ

く
算

出
方

法
に

改
め

る
ほ

か
、

技
能

労
務

職
場

へ
任

期
付

短
時

間
勤

務
職

員
制

度
を

導
入

す
る

に
当

た
り

、
適

用
す

る
給

料
表

に
つ

い
て

所
要

の
整

備
を

図
ろ

う
と

す
る

も
の

。

Ｃ
判

断
基

準
⑦

に
該

当
す

る
も

の
。

人
事

課

2
4

H
2
5
.
3
.
2
9

明
石
市
建
設
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一

部
を

改
正
す
る
条
例

都
市

の
低

炭
素

化
の

促
進

に
関

す
る

法
律

の
施

行
に

よ
り

、
民

間
等

の
低

炭
素

建
築

物
の

新
築

等
計

画
に

つ
き

市
が

認
定

す
る

こ
と

に
な

っ
た

こ
と

に
伴

い
、

当
該

認
定

に
係

る
手

数
料

を
新

設
す

る
ほ

か
、

高
齢

者
、

障
害

者
等

の
移

動
等

の
円

滑
化

の
促

進
に

関
す

る
法

律
の

規
定

に
基

づ
く

建
築

物
の

確
認

申
請

の
手

数
料

を
新

設
し

よ
う

と
す

る
も

の
。

Ｃ
判

断
基

準
④

に
該

当
す

る
も

の
。

建
築

安
全

課

2
5

H
2
5
.
3
.
2
9

明
石
市
財
産
区
立
会
館
条
例
の
一
部
を
改

正
す

る
条
例

船
上

南
会

館
を

地
元

自
治

会
に

譲
渡

し
、

一
層

地
域

に
密

着
し

た
施

設
と

す
る

た
め

、
財

産
区

立
会

館
と

し
て

の
当

該
会

館
を

廃
止

し
よ

う
と

す
る

も
の

。
Ｃ

判
断

基
準

②
③

に
該

当
す

る
も

の
。

管
財

課

2
6

H
2
5
.
3
.
2
9

明
石
市
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る

条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

兵
庫

県
の

行
財

政
構

造
改

革
に

伴
う

給
料

の
減

額
措

置
の

緩
和

に
準

じ
、

市
立

高
等

学
校

教
員

の
給

料
の

減
額

措
置

を
緩

和
し

よ
う

と
す

る
も

の
。

Ｃ
判

断
基

準
⑦

に
該

当
す

る
も

の
。

教
育

総
務

課

2
7

H
2
5
.
3
.
2
9

明
石
市
立
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

住
居

表
示

整
備

事
業

の
実

施
に

よ
る

町
の

設
定

に
伴

い
、

規
定

の
整

備
を

図
ろ

う
と

す
る

も
の

。
Ｃ

判
断

基
準

⑧
に

該
当

す
る

も
の

。
学

校
教

育
課

2
8

H
2
5
.
3
.
2
9

地
域
社
会
に
お
け
る
共
生
の
実
現
に
向
け

て
新

た
な
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
講
ず
る
た
め

の
関

係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
う

関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

地
域

社
会

に
お

け
る

共
生

の
実

現
に

向
け

て
新

た
な

障
害

保
健

福
祉

施
策

を
講

ず
る

た
め

の
関

係
法

律
の

整
備

に
関

す
る

法
律

の
施

行
に

伴
い

、
関

係
条

例
に

つ
い

て
規

定
の

整
備

を
図

ろ
う

と
す

る
も

の
。

Ｃ
判

断
基

準
⑧

に
該

当
す

る
も

の
。

障
害

福
祉

課

2
9

H
2
5
.
3
.
2
9

明
石
市
立
保
育
所
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条

例
新

た
に

市
立

保
育

所
の

分
園

を
開

設
す

る
こ

と
に

伴
い

、
当

該
保

育
所

の
位

置
及

び
名

称
を

規
定

し
よ

う
と

す
る

も
の

。
Ｃ

判
断

基
準

⑧
に

該
当

す
る

も
の

。
こ

ど
も

育
成

室

3
0

H
2
5
.
3
.
2
9

明
石
市
乳
幼
児
等
医
療
費
の
助
成
に
関
す

る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

こ
ど

も
に

か
か

る
医

療
費

を
全

額
助

成
す

る
こ

と
に

よ
り

、
保

護
者

の
経

済
的

負
担

の
軽

減
を

図
る

と
と

も
に

、
こ

ど
も

の
健

や
か

な
成

長
に

寄
与

し
よ

う
と

す
る

も
の

。
Ａ

条
例

第
６

条
第

３
項

第
２

号
に

該
当

す
る

も
の

。
児

童
福

祉
課

3
1

H
2
5
.
3
.
2
9

明
石
市
立
文
化
博
物
館
条
例
の
一
部
を
改

正
す

る
条
例

こ
ど

も
施

策
の

充
実

を
図

る
た

め
、

中
学

生
及

び
小

学
生

の
観

覧
料

を
無

料
に

し
よ

う
と

す
る

も
の

。
Ｃ

判
断

基
準

④
に

該
当

す
る

も
の

。
文

化
振

興
課

3
2

H
2
5
.
3
.
2
9

明
石
市
立
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
条

例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

住
居

表
示

整
備

事
業

の
実

施
に

よ
る

町
の

設
定

に
伴

い
、

規
定

の
整

備
を

図
ろ

う
と

す
る

も
の

。
Ｃ

判
断

基
準

⑧
に

該
当

す
る

も
の

。
市

民
協

働
推

進
室

3
3

H
2
5
.
3
.
2
9

明
石
市
葬
祭
事
業
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条

例
火

葬
場

使
用

料
及

び
霊

き
ゅ

う
自

動
車

使
用

料
を

改
定

し
よ

う
と

す
る

も
の

。
Ｃ

判
断

基
準

④
に

該
当

す
る

も
の

。
斎

場
管

理
セ

ン
タ

ー

3
4

H
2
5
.
3
.
2
9

明
石
市
立
天
文
科
学
館
条
例
の
一
部
を
改

正
す

る
条
例

こ
ど

も
施

策
の

充
実

を
図

る
た

め
、

高
校

生
、

中
学

生
及

び
小

学
生

の
観

覧
料

を
無

料
に

し
よ

う
と

す
る

も
の

。
Ｃ

判
断

基
準

④
に

該
当

す
る

も
の

。
天

文
科

学
館

3
5

H
2
5
.
3
.
2
9

明
石
市
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条

例

こ
ど

も
施

策
の

充
実

を
図

る
た

め
、

市
内

に
居

住
又

は
通

学
す

る
小

学
生

の
明

石
海

浜
プ

ー
ル

の
使

用
料

を
無

料
に

す
る

ほ
か

、
所

要
の

整
備

を
図

ろ
う

と
す

る
も

の
。

Ｃ
判

断
基

準
④

に
該

当
す

る
も

の
。

緑
化

公
園

課

3
6

H
2
5
.
3
.
2
9

明
石
市
防
災
会
議
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条

例

災
害

対
策

基
本

法
の

一
部

改
正

に
伴

い
、

明
石

市
防

災
会

議
の

所
掌

事
務

を
見

直
す

ほ
か

、
現

在
は

明
石

市
水

防
協

議
会

に
お

い
て

調
査

審
議

し
て

い
る

事
項

に
つ

い
て

、
今

後
は

明
石

市
防

災
会

議
に

お
い

て
調

査
審

議
す

る
こ

と
に

関
し

必
要

な
整

備
を

図
ろ

う
と

す
る

も
の

。

Ｃ
判

断
基

準
⑦

に
該

当
す

る
も

の
。

総
合

安
全

対
策

局

3
7

H
2
5
.
3
.
2
9

明
石
市
災
害
対
策
本
部
条
例
の
一
部
を
改

正
す

る
条
例

災
害

対
策

基
本

法
の

一
部

改
正

に
伴

い
、

規
定

の
整

備
を

図
ろ

う
と

す
る

も
の

。
Ｃ

判
断

基
準

⑧
に

該
当

す
る

も
の

。
総

合
安

全
対

策
局
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制
定

・
改

廃
に

当
た

り
市

民
参

画
手

続
を

実
施

し
な

か
っ

た
政

策
等

＜
条

例
＞

番
号

公
布
年
月
日

件
名

要
旨

区 分
実

施
し

な
か

っ
た

理
由

担
当

課

3
8

H
2
5
.
3
.
2
9

明
石
市
消
防
職
員
及
び
消
防
団
員
賞
じ
ゅ

つ
金

等
支
給
条
例
及
び
明
石
市
消
防
団
条
例
の

一
部

を
改
正
す
る
条
例

賞
じ

ゅ
つ

金
に

係
る

規
定

の
見

直
し

そ
の

他
所

要
の

整
備

を
図

ろ
う

と
す

る
も

の
。

Ｃ
判

断
基

準
⑧

に
該

当
す

る
も

の
。

消
防

本
部

総
務

課

3
9

H
2
5
.
3
.
2
9

明
石
市
公
営
企
業
管
理
者
の
設
置
及
び
給

与
等

に
関
す
る
条
例
及
び
明
石
市
職
員
退
職
手

当
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

公
営

企
業

管
理

者
に

つ
い

て
、

一
般

職
の

職
員

か
ら

の
任

用
に

も
対

応
で

き
る

よ
う

、
一

般
職

の
職

員
の

例
に

よ
る

給
与

及
び

旅
費

の
規

定
の

整
備

を
図

ろ
う

と
す

る
も

の
。

Ｃ
判

断
基

準
⑦

に
該

当
す

る
も

の
。

人
事

課

4
0

H
2
5
.
3
.
2
9

明
石
市
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る

条
例

及
び
明
石
市
立
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手

当
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

特
殊

勤
務

手
当

制
度

に
お

い
て

、
廃

止
を

含
め

た
抜

本
的

な
見

直
し

が
考

え
ら

れ
る

手
当

に
つ

い
て

、
見

直
し

を
行

う
ま

で
の

暫
定

措
置

と
し

て
、

支
給

を
５

割
停

止
し

よ
う

と
す

る
も

の
。

Ｃ
判

断
基

準
⑦

に
該

当
す

る
も

の
。

人
事

課

4
1

H
2
5
.
3
.
2
9

明
石
市
職
員
退
職
手
当
条
例
等
の
一
部
を

改
正

す
る
条
例

一
般

職
の

退
職

手
当

に
つ

い
て

、
国

家
公

務
員

の
取

扱
い

に
準

じ
、

支
給

水
準

を
引

き
下

げ
る

と
と

も
に

、
希

望
退

職
制

度
の

拡
充

を
図

ろ
う

と
す

る
も

の
。

Ｃ
判

断
基

準
⑦

に
該

当
す

る
も

の
。

人
事

課

＜
計

画
＞

番
号

策
定
年
月

件
名

要
旨

区 分
実

施
し

な
か

っ
た

理
由

担
当

課

1
H
2
5
.
3

明
石
市
事
業
継
続
計
画
（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）
の
策

定

大
規

模
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
、

市
が

市
民

の
生

命
、

身
体

及
び

財
産

を
保

護
す

る
た

め
に

災
害

応
急

対
策

を
行

う
一

方
で

、
市

役
所

の
機

能
が

低
下

す
る

中
で

も
、

市
民

に
密

着
す

る
行

政
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

を
継

続
す

る
た

め
、

非
常

時
優

先
業

務
の

選
定

や
必

要
な

資
源

の
配

分
、

対
応

方
針

な
ど

を
定

め
た

「
明

石
市

事
業

継
続

計
画

（
B
C
P
）

」
を

策
定

す
る

。

Ａ
条

例
第

６
条

第
３

項
第

４
号

に
該

当
す

る
も

の
。

総
合

安
全

対
策

局
総

務
課
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